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東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者の

長期健康管理の適切な実施について

表記については、「東京電力福島第一原子力発電所における安全衛生管理等の徹底につい

てJ(平成 23年 12月 22日付け基安発 1222第 l号)により通知されるとともに、「東京電

力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針J(平成

23年 10月 11日 東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保持

場進のための指針公示第5号。以下「指針」という。)により、実施されているところです。

今般、jJlJ添のとおり緊急作業従事者(東京電力福島第一原子力発電所の緊急作業に従事

した者)の長期的健康管理の実施状況についてとりまとめたところ、電離放射線障害防止

規則(以下「電離則」という。)第 59条の2に基づく健康診断結果の厚生労働省への報告

率が約B割にとどまることが判明しました。さらに、指針に定める検査のうち、実施率が

約 7寄lにとどまる項目があり、厚生労働省に対する報告がなされていない項目があること

がわかりました。

つきましては、貴社におかれては、緊急作業従事者の長期的健康管理の適切な実施を図

るため、下記事項を実施していただき、その結果を報告するようお願いします。

記

1 貴社の社員のうち、緊急作業従事者に該当する者について、平成 23年 10月以降に実

施した、電離則第 56条に定める電離放射線特殊健康診断及び労働安全衛生規則第 45条

に定める特定健康診断の結果を厚生労働省に報告していない者について、以下の事項を

実施すること。

(1) 健康診断の実施状況を確認し、未実施の場合は、その理由を調査するとともに、再

発防止を図ること。

(2) 実施された健康診断のうち、厚生労働省に報告されていない健康診断記録の写しに

ついて、速やかに厚生労働省に報告すること。

なお、報告の方法の詳細については、「電離放射線障害防止規則の一部を改正する

、、 1，



省令の円滑な施行等についてJ(平成 23年 10月 14日付け基安発 1014第3号)によ

ること。

2 貴社の社員のうち、特定緊急作業従事者(緊急作業従事者のうち、緊急作業期間中に

50ミリシーベルトを超える線量を受けた者)に該当する者について、指針に定めるがん

検診等の結果を厚生労働省に報告していない者について、以下の事項を実施すること。

(1) 指針に定める検査を未実施の場合は、未実施の理由を調査するとともに、一般定期

健康診断等の機会を捉え、指針に定める検査の受診を特定緊急作業従事者に対して再

度勧奨すること。

(2) 実施された検査のうち、厚生労働省に報告されていない検査記録の写lしについて、

速やかに厚生労働省に報告すること。

なお、報告は、極力、電子媒体によることとし、平成 23年 12月 22日付け基安発

1222第 1号の別添5のフォーマットに従って報告すること。

3 報告期限

cl) 1のcl)及び2のcl)の調査結果について、本年9月 10日までに報告すること。

(2) 1の(2)の健康診断記録の写し及び2の(2)の検査記録の写しについて、本年9月

10日までに報告すること。間に合わないものについては、本年9月 30日までに報告

すること。



別添

東京電力福島第一原子力発電所緊急作業従事者の長期的健康管理の実施状況について

厚生労働省では、法令及び指針惜1)に基づき、東電福島第一原発での緊急作業従事者世

引を対象に、被ぱく線量に応じたがん検診等の実施等の長期的健康管理を実施するととも

に、その管理を効率的に行うため、被ばく線量、健康診断結果等を登録したデ-?rベース

の整備を行っています。

今般、各事業者からの報告等をもとにヂ-?rを整理し、長期的健康管理の実施状況をと

りまとめました。

(注1) r東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保持増進のため

の指針J(平成23年 10月 11日 公示第5号)

(注2)緊急時被ばく限度(100ミリシーベルト。 H23.3. 14~H23. 12. 16の聞は250ミリシー

ベノレト)適用労働者。原則として H23.12. 15以前に作業に従事した者。

1 登録証の発行状況

厚生労働省では、緊急作業従事者に対して、長期的健康管理システムにデー舎が登録

されていることを証する「東電福島第一原発緊急作業従事者登録証J(以下「登録証」と

いいます。)を発行しています。

登録証は、緊急作業従事者 19，346人(平成25年日月現在)のうち、平成24年7月か

ら平成 25年6月までの問、住所不明者 62人を除く 19，284人に対して、直接郵送しまし

た。そのうち、宛先不明等で返送された 2，470名については、時期を改めて再送付、元

請事業者への住所照会や作業者本人に対する電話照会等を行い、住所等が判明した緊急

作業従事者に登録証を送付してきました。

現在までのところ、緊急作業従事者 19，346人のうち、 18，874人 (97.6百)に登録証を

発行済みです。登録証を送付できていない 472人(転居先不明・長期不在 410人、住所

不明白人)(割については、引き続き住所の確認を実施していきます。

(注 472人の緊急作業期間中の被ばく線量は平均 7.67ミPシーベルト、最大 45.07ミリ

シーベノレト。

2 手帳の発行状況

厚生労働省では、緊急作業従事期間の被ばく線量(実効線量)が 50mSvを超える緊急

作業従事者(以下「特定緊急作業従事者」といいます。)に対して、「特定緊急作業従事

者等被ぱく線量等記録手帳J(注) (以下『手帳」といいます。)を発行しています。

手帳は、対象者からの申請に基づいて発行していますが、平成24年 9月に全ての対象

者に申請書を送付し申請を勧奨しました(全員に届いたことを確認済み。)。さらに、朱

申請者については平成 24年 10月に、所属事業場に対して未申請者一覧を示したよで本

人に申請を勧奨するよう依頼を行いました。また、平成25年 2月にも、未申請者の所属

事業場に対して申請を勧奨する文書を送付しており、今後も、申譜勧奨等を行います。

現在までのところ、特定緊急作業従事者 903人(平成 25年B月現在)のうち、 747人
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(82.7%)に手帳を発行済みです。さらに、平成 25年7月5日に発表した内部被ぱく線

量の再評価により、新たに手帳交付対象となった方 12名に対しても、申請勧奨を行いま

した。

(注)申請により受付されるn 手帳には過去の被ばく線量や健康診断結果をまとめて綴じ込むこ

とができる。手帳保持者は、離職後、被ばく線量に応じ、厚生労働省が指定する医療機関でが

ん検診等を受診できる。

3 健康診断実施結果のデ-11ベース登録状況等

(1)特定緊急作業従事者に対する健康診断実施状況調査結果

厚生労働省では、平成 23年10月から平成 24年9月に実施された、特定緊急作業従

事者(緊急作業時の被ぱく線量が 50mSvを超える者)に係る健康診断等実施状況につ

いて、事業場に対する調査を実施しました。その結果は表 1のとおりです。

表 1 特定緊急作業従事者に対する健康診断実施状況調査結果

(平成 23年 10月から平成 24年9月まで)

特殊健康診断 一般健康診断(特定健診)

東京電力 協力会社 合計 東尽電力 協力会社 合計

実施者数(注，) (人) 517 165 682 517 170 687 

対象者数(注2."'3)(人) 519 176 695 519 176 695 

実施率(%) 99. 6出 93. 8目 98.1略 99. 6目 96. 6目 98.8首

(注1)平成 23年 10月より前に実施された直近の健康診断を含む。

(注2)回答のあった者の数。回答率は、協力会社が 89.8%(196人中 176人)、東京電力が

100% (519人中 519人) (平成 25年8月6日現在)

(注3)平成 23年 10月から平成 24年9月までに放射線業務に従事した者に限る。

(2) 緊急作業従事者に対する健康診断惜1)結果のヂ-11ベース登録状況

電離則第 59条の 2が施行された平成 23年 10月から平成 24年 9月に実施された健

康診断のうち、平成 25年2月末までに厚生労働省に報告があったものをとりまとめた

結果は表2のとおりです。

表2 電離放射線特殊健康診断等結果のデ一台ベース登録状況

(平成 23年 10月から平成 24年9月まで)

特殊健康診断 一般健康診断(特定健診)

東京電力 協力会社 合計 東京電力 協力会社 合計

登録数世引(人) 1，745 7，427 9，172 1，742 5， 941 7， 683 

対象者数惜別(人) 2， 070 9，910 11， 980 2， 070 9，910 11，980 

登録率(%) 84.3日 74. 9目 76.6世 84.2% 59. 9目 64. 1目
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(注1)事業者は、電離放射線障害防止規則(以下「電離則」という。)及び労働安全衛生規

則に基づき、放射線業務に従事する労働者に対して、 6月以内ごとに l回、電離放射線

特殊健康診断及び一般健康診断(特定健診)を実施することが規定されている。緊急作

業従事者については、電離則第 59条の 2に基づき、放射線業務に従事している問、健康

診断の結果を厚生労働省に提出することが定められ、その結果はデータベースに登録さ

れる。

(注2)平成 23年 10月より前に実施された直近の健康診断結果を含む。平成 25年3月以降

に報告されたものは含まれない。

(注3)平成 23年 10月から平成 24年9月までに放射線業務に従事した者に限る。

(3)厚生労働省の対応

東京電力及び健康診断結果の未報告者が所属する元請事業者 81社に対して、健康診

断実施状況の調査、未実施の場合の原因調査と再発防止を指導しました。また、実施

済みの健康診断結果で、厚生労働省に未提出なものについて、速やかに報告するよう

に指導しました。

4 指針に基づくがん検診等結果のヂ一書ベース登録状況

(1)指針に基づくがん検診等閣の実施勧奨

厚生労働省では、特定緊急作業従事者を雇用する事業者に対して、対象となる特定

緊急作業従事者の一覧を示したよで、平成 24年 6月から 11月にかけ、複数回にわた

ってがん検診等の適切な実施を要請しました。

さらに、転居、転職等を行った場合でも、がん検診等を適切に受けることができる

よう、年に 1回(本年度は H25年6月に実施済み。)、特定緊急作業従事者全員を対象

に、現在の住所、所属事業場等を調査します。

(注) r東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保持増進のた

めの指針J(以下「指針」といいます。)は、緊急作業従事期間の被ばく線量が 50mSvを

超える緊急作業従事者に対して，白内障に関する限の検査を、 100mSvを超える緊急作業

従事者に対して、がん検診等の実施をおおむね l年ごとに l回、事業者に実施すること

を求めている。離職後は国が実施。これらの検査結果は、本人の同意のもと、厚生労働

省に報告され、厚生労働省のデータベースに登録される。

(2) 特定緊急作業従事者に対する指針に定めるがん検診等の実施状況調査結果

厚生労働省では、特定緊急作業従事者(緊急作業時の被ぱく線量が 50mSvを超える

者)に対する健康診断等実施状況について、事業場に対する翻査を実施しました。そ

の結果は表3のとおりです。
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表3 特定緊急作業従事者に対する指針に定めるがん検診等の実施状況調査結果

(平成 23年 10月から平成 25年3月まで)

白内障に関する眼の検査
がん検診等

(細隙灯顕微鏡による)

東京電力 協力会社 合計 東京電力 協力会社

実施者数位打(人) 389 200 589 139 23 

対象者数(ii!o2) (人) 563 300 863 142 29 

合計

162 

171 

実施率(%) 69.1略 66. 7% 68.3目 97.9見 79.3略 94. 7目

(注1)回答のあった者の数。回答率は、協力会社が 91.5% (328人中 300人)、東京電力が

100% (563人中 563人) (平成25年8月6日開主)

(注2)眼の検査の対象者は緊急作業期間中 50mSv超の者、がん検診等は 100mSv超の者。

(3)緊急作業従事者に対する指針に基づくがん検診等結果のデー告ベース登録状況

指針が制定された平成 23年10月以降、平成 24年9月末までに実施されたがん検診

等の結果のうち、平成 25年2月末までに厚生労働省に報告があり、デ-?zベースに登

録されている件数をとりまとめた結果は表4のとおりです。また、離職者に対して国

が実施したがん検診等の結果で、平成 25年3月までに厚生労働省に報告があった件数

は表5のとおりです。

表4 特定緊急作業従事者に対する指針に定めるがん検診等結果のデーヲベース登録状況

(事業者実施分)

(平成 23年 10月から平成 24年9月まで)

白内障に関する眼の検査
がん検診等

(細隙灯顕微鏡による)

東京電力 協力会社 .g-~.闘it 東京電力 協力会社 合計

登録者数〈注刊 (人) 。 102 102 105 7 112 

対象者数世2.注引(人) 563 225 788 142 16 158 

登録率(%) 0.0目 45.3% 12.9% 73.9% 43.8% 70目9%

(注目平成 23年 10月より前に実施された直近の健康診断結果を含む。なお、基基宜主(J)

眼の検査数がOなのは、平成 24年 7月~平成 25年 3月に実施された検査 389人が集許

外となっているためn 平成 25年 3月以降に報告されたものは含まれない。

(注2)限の検査の対象者は緊急作業期間中 50mSv超の者、がん検診等は 100mSv超の者。

(注 3)①放射線業務に従事している者又は②放射線業務以外の業務に従事している者(緊

急作業時から引き続き大規模事業者に雇用されている者に限る。) (平成 24年B月時点)
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表5 特定緊急作業従事者に対する指針に定めるがん検診等結果の報告状況

(固による援助分)

(平成 23年 10月から平成 25年3月まで)

白内障に関する眼の検査
がん検診等

(細隙灯顕微鏡による)

報告数(人) 44 7 

対象者数惜し注2) (人) 115 15 

報告率(%) 38.3目 46. 7国

(注1)眼の検査の対象者は緊急作業期間中 50mSv超の者、がん検診等は lOOmSv超の者。

(注2)固による援助の対象は、特定緊急作業従事者のうち、①職業に就いていない者又は

②放射線業務以外の業務に従事している者(緊急作業時から引き続き大規模事業者に雇

用されている者を除く。)に限る。(平成24年8月時点)

(5)厚生労働省の対応

厚生労働省では、希望者全員が、白内陣に関する眼の検査、がん検診等を受けるこ

とができるよう、検診結果を未提出の東京電力及び事業者 50社に対してがん検診等の

受診を勧奨するよう指導しました。

さらに、実施された検診結果のうち厚生労働省に未提出のものについて、速やかに

本人の同意を得た上で報告するよう指導しました。離職者については、今後、年 1回、

緊急作業従事者の現況調査を行い、離職者を把握し、対象者に直接、受診を勧奨しま

す。

5 健康相談岡保健指導窓口における相談状況

厚生労働省では、緊急作業従事者を対象とした健康相談・保健指導の窓口を委託事業

により設置しています。日本全国どこからでもフリーダイヤルによる電話相談が可能で、

予約により、医師等による対面による健康相談や保健指導を受けることができます(フ

リーダイヤル 0120-808-609)。

平成 24年4月から平成 25年3月までの健康相談実施状況は、以下のとおりです。

表6 実施件数(平成 24年4月~平成 25年3月)

総数|電話相談| 対面相談 |文書・その他

154 17 2 
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表7 相談内容分類(延件数)

1 被ぱくと健康影響について 102 

-現在の健康状態と被ぱくの関係 56 

-現在の健康状態についての労災適用の可能性 24 

-その他 22 

2 長期的健康管理システムについて 104 

-登録証に関する問い合わせ(使途・変更手続き・未送達など) 59 

-健康診断及びがん検診に関する問い合わせ 45 

3 被ぱく線量の照会 29 

-本人からの照会 24 

-家族からの照会 5 

4 今後の健康管理方法 83 

-健康維持管理方法 46 

-病気治療についての指導・相談 37 

5 企業からの相談 16 

-社員の健康管理の問い合わせ 16 

6 その他 48 
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基安労発 0809第 2号

平成 25年 8月 9日

別記の元方事業者の担当役員 あて

厚生労働省労働基準局

安全衛生部労働衛生課長

東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者の

長期健康管理の適切な実施について

表記については、「東京電力福島第一原子力発電所における安全衛生管理等の徹底について」

(平成 23年 12月 22日付け基安発 1222第2号)により通知されているところです。

今般、別添のとおり緊急作業従事者(東京電力福島第一原子力発電所の緊急作業に従事した

者)の長期的健康管理の実施状況についてとりまとめたところ、電離放射線障害防止規則(以

下「電離則」としづ。)第 59条の 2に基づく健康診断結果の厚生労働省への報告率が 7割方言ら

5割程度にとどまることが判明しました。

つきましては、貴社におかれては、緊急作業従事者の長期的健康管理の適切な実施を図るた

め、下記事項を実施していただき、その結果を報告するようお願いします。

守
同
】

吾一日

1 貴社又は関係請負人の社員のうち、緊急作業従事者に該当する者について、平成 23年 10

月以降に実施した、電離則第 56条に定める電離放射線特殊健康診断及び労働安全衛生規則

第 45条に定める特定健康診断の結果を厚生労働省に報告していない者について、以下の事

項を実施すること。

(1) 未報告者の所属事業場に対して、健康診断の実施状況を確認し、未実施の場合は、そ

の理由を調査するとともに、再発防止を図ること。

(2) 実施された健康診断のうち、厚生労働省に報告されていない健康診断記録の写しにつ

いて、貴祉を経由して、速やかに厚生労働省に報告すること。

なお、報告の方法の詳細については、「電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令

の円滑な施行等についてJ(平成23年 10月 14日付け基安発 1014第3号)によること。

2 報告期限

(1) 1の(1)の調査結果について、本年9月 10日までに報告すること。

(2) 1の(2)の健康診断記録の写しについて、本年9月 10日までに報告すること。間に合

わないものについては、本年9月 30日までに報告すること。



別記







別添

東京電力福島第一原子力発電所緊急作業従事者の長期的健康管理の実施状況について

厚生労働省では、法令及び指針惜刊に基づき、東電福島第一原発での緊急作業従事者【注

引を対象に、被ぱく線量に応じたがん検診等の実施等の長期的健康管理を実施するととも

に、その管理を効率的に行うため、被ぱく線量、健康診断結果等を登録したデ-$1ペース

の整備を行っています。

今般、各事業者からの報告等をもとにデー告を整理し、長期的健康管理の実施状況をと

りまとめました。

(注 1) r東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保持増進のため

の指針J(平成 23年 10月 11日 公示第5号)

(注2)緊急時被ぱく限度(100ミリシーベノレト。 H23.3. 14~H23. 12. 16の間は 250ミリシー

ベルト)適用労働者。原則として H23.12. 15以前に作業に従事した者。

1 登録証の発行状況

厚生労働省では、緊急作業従事者に対して、長期的健康管理システムにヂー舎が登録

されていることを証する「東電福島第一原発緊急作業従事者登録証J(以下「登録証Jと

いいます。)を発行しています。

登録証は、緊急作業従事者 19，346人(平成25年8月現在)のうち、平成 24年7月か

ら平成 25年6月までの問、住所不明者 62人を除く 19，284人に対して、直接郵送しまし

た。そのうち、宛先不明等で返送された 2，470名については、時期を改めて再送付、元

請事業者への住所照会や作業者本人に対する電話照会等を行い、住所等が判明した緊急

イ信業従事者に登録証を送付してきました。

現在までのところ、緊急作業従事者 19，346人のうち、 18，874人 (97.6略)に登録証を

発行済みです。登録証を送付できていない 472人(転居先不明・長期不在 410人、住所

不明 62人)閣については、引き続き住所の確認を実施していきます。

(注 472人の緊急作業期間中の被ばく線量は平均 7.67ミリシーベルト、最大 45.07ミリ

シーベルト。

z 手帳の発行状況

厚生労働省では、緊急作業従事期間の被ばく線量(実効線量)が 50mSvを超える緊急

作業従事者(以下「特定緊急作業従事者」といいます。)に対して、「特定緊急作業従事

者等被ぱく線量等記録手帳」閣(以下「手帳」といいます。)を発行しています。

手帳は、対象者からの申請に基づいて発行していますが、平成 24年9月に全ての対象

者に申請書を送付し申請を勧奨しました(全員に届いたことを確認済み。)。さらに、未

申請者については平成 24年 10月に、所属事業場に対して朱申請者一覧を示したよで本

人に申請を勧奨するよう依頼を行いました。また、平成 25年2月にも、未申請者の所属

事業場に対して申請を勧奨する文書を送付しており、今後も、申請勧奨等を行います。

現在までのところ、特定緊急作業従事者 903人(平成 25年B月現在)のうち、 747人
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(82.7%)に手帳を発行済みです。さらに、平成 25年 7月5日に発表した内部被ぱく線

量の再評価により、新たに手帳交付対象となった方 12名に対しでも、申請勧奨を行いま

した。

(注)申請により交付される円手帳には過去の被ばく線量や健康診断結果をまとめて綴じ込むこ

とができる。手帳保持者は、離職後、被ばく線量に応じ、厚生労働省が指定する医療機関でが

ん検診等を受診できる。

3 健康診断実施結果のヂ-$1ベース登録状況等

(1)特定緊急作業従事者に対する健康診断実施状況調査結果

厚生労働省では、平成 23年 10月から平成 24年9月に実施された、特定緊急作業従

事者(緊急作業時の被ぱく線量が 50mSvを超える者)に係る健康診断等実施状況につ

いて、事業場に対する銅査を実施しました。その結果は表 1のとおりです。

表 1 特定緊急作業従事者に対する健康診断実施状況調査結果

(平成 23年 10月から平成 24年9月まで)

特殊健康診断 一般健康診断(特定健診)

東京電力 協力会社 合計 東京電力 協力会社 合計

実施者数崎市) (人) 517 165 682 517 170 687 

対象者数{出品3)(人) 519 176 695 519 176 695 

実施率(%) 99.6目 93.8百 98.1略 99.6目 96. 6略 98.8目

(注1)平成 23年 10月より前に実施された直近の健康診断を含む。

(注2)回答のあった者の数。回答率は、協力会社が 89.8%(196人中 176人)、東京電力が

100% (519人中 519人) (平成25年8月6日現在)

(注3)平成 23年 10月から平成 24年 9月までに放射線業務に従事した者に限る。

(2) 緊急作業従事者に対する健康診断惜1)結果のデ-$1ベース登録状況

電離別第 59条の 2が施行された平成 23年 10月から平成 24年9月に実施された健

康診断のうち、平成 25年2月末までに厚生労働省に報告があったものをとりまとめた

結果は表2のとおりです。

表2 電離放射線特殊健康診断等結果のデ一書ベース登録状況

(平成 23年10月から平成 24年9月まで)

特殊健康診断 一般健康診断(特定健診)

東京電力 協力会社 合計 東京電力 協力会社 合計

登録数惜引(人) 1，745 7，427 9，172 1，742 5， 941 7， 683 

対象者数惜別(人) 2， 070 9，910 11. 980 2， 070 9，910 11， 980 

登録率(%) 84.3目 74. 9% 76. 6目 84. 2唱 59. 9世 64.1目
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(注 1)事業者は、電離放射線障害防止規則(以下「電離則」という。)及び労働安全衛生規

則に基づき、放射線業務に従事する労働者に対して、 6月以内ごとに l回、電離放射線

特殊健康診断及び一般健康診断(特定健診)を実施することが規定されている。緊急作

業従事者については、電離則第 59条の 2に基づき、放射線業務に従事している問、健康

診断の結果を厚生労働省に提出することが定められ、その結果はデータベースに登録さ

れる。

(注2)平成 23年 10月より前に実施された直近の健康診断結果を含む。平成 25年3月以降

に報告されたものは含まれない。

(注 3)平成 23年 10月から平成24年9月までに放射線業務に従事した者に限る。

(3)厚生労働省の対応

東京電力及び健康診断結果の未報告者が所属する元請事業者81社に対して、健康診

断実施状況の調査、朱実施の場合の原因調査と再発防止を指導しました。また、実施

済みの健康診断結果で、厚生労働省に未提出なものについて、速やかに報告するよう

に指導しました。

4 指針に基づくがん検診等結果のデーヲベース登録状況

(1)指針に基づくがん検診等閣の実施勧奨

厚生労働省では、特定緊急作業従事者を雇用する事業者に対して、対象となる特定

緊急作業従事者の一覧を示した上で、平成 24年 6月から 11月にかけ、複数回にわた

ってがん検診等の適切な実施を要請しました。

さらに、転居、転職等を行った場合でも、がん検診等を適切に受けることができる

よう、年に 1固(本年度は H25年6月に実施済み。)、特定緊急作業従事者全員を対象

に、現在の住所、所属事業場等を翻査します。

(注) r東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保持増進のた

めの指針J(以下「指針」といいます。)は、緊急作業従事期間の被ばく線量が 50mSvを

超える緊急作業従事者に対して，白内障に関する眼の検査を、 100mSvを超える緊急作業

従事者に対して、がん検診等の実施をおおむね l年ごとに l回、事業者に実施すること

を求めている。離職後は国が実施。これらの検査結呆は、本人の同意のもと、厚生労働

省に報告され、厚生労働省のデータベースに登録される。

(2) 特定緊急作業従事者に対する指針に定めるがん検診等の実施状況調査結果

厚生労働省では、特定緊急作業従事者(緊急作業時の被ぱ〈線量が 50mSvを超える

者)に対する健康診断等実施状況について、事業場に対する調査を実施しました。そ

の結果は表3のとおりです。
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表3 特定緊急作業従事者に対する指針に定めるがん検診等の実施状況調査結果

(平成 23年 10月から平成 25年3月まで)

白内障に関する眼の検査
がん検診等

(細隙灯顕微鏡による)

東京電力 協力会社 合計 東京電力 協力会社

実施者数(注1) (人) 389 200 589 139 23 

対象者数世引(人) 563 300 863 142 29 

合計

162 

171 

実施率(%) 69.1略 66. 7百 68.3目 97.9目 79.3世 94. 7百

(注1)回答のあった者の数。回答率は、協力会社が 91.5% (328人中 300人)、東京電力が

100% (563人中 563人) (平成 25年 B月日日現在)

(注2)眼の検査の対象者は緊急作業期間中 50mSv超の者、がん検診等は 100mSv超の者。

(3) 緊急作業従事者に対する指針に基づくがん検診等結果のデータペース登録状況

指針が制定された平成 23年10月以降、平成 24年9月末までに実施されたがん検診

等の結果のうち、平成 25年2月末までに厚生労働省に報告があり、データペースに登

録されている件数をとりまとめた結果は表4のとおりです。また、離職者に対して国

が実施したがん検診等の結果で、平成 25年3月までに厚生労働省に報告があった件数

は表5のとおりです。

表4 特定緊急作業従事者に対する指針に定めるがん検診等結果のデ-51ベース登録状況

(事業者実施分)

(平成 23年10月から平成 24年9月まで)

白内陣に関する眼の検査
がん検診等

(細隙灯顕微鏡による)

東京電力 協力会社 合計 東京電力 協力会社 合計

登録者数世1) (人) 。 102 102 105 7 112 

対象者数世L 注3)(人) 563 225 788 142 16 158 

登録率(%) 。回日目 45.3目 L 12.9目 73.9% 43.8出 70.9百

(注1)平成 23年 10月より前に実施された直近の健康診断結果を含む。なお、墓亙霊左!l)

眼の検査数が0なのは、平成 24年 7月~平成 25年 3月に実施された検査 389人が集計

外となっているため内平成 25年3月以降に報告されたものは含まれない。

(注2)娘の検査の対象者は緊急作業期間中 50mSv超の者、がん検診等は 100mSv超の者。

(注3)①放射線業務に従事している者又は②放射線業務以外の業務に従事している者(緊

急作業時から引き続き大規模事業者に雇用されている者に限る。) (平成 24年8月時点)
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表5 特定緊急作業従事者に対する指針に定めるがん検診等結果の報告状況

(固による援助分)

(平成 23年 10月から平成 25年3月まで)

白内陣に関する眼の検査
がん検診等

(細隙まT顕微鏡による)

報告数(人) 44 7 

対象者数(町、担)(人) 115 15 

報告率(%) 38. 3百 46. 7首

(注1)眼の検査の対象者は緊急作業期間中 50mSv超の者、がん検診等は!OOmSv超の者。

(注2)固による援助の対象は、特定緊急作業従事者のうち、①職業に就いていない者又は

②放射線業務以外の業務に従事している者(緊急作業時から引き続き大規模事業者に雇

用されている者を除く。)に限る。(平成24年B月時点)

(5)厚生労働省の対応

厚生労働省では、希望者全員が、自肉障に関する眼の検査、がん検診等を受けるこ

とができるよう、検診結果を未提出の東京電力及び事業者 50社に対してがん検診等の

受診を勧奨するよう指導しました。

さらに、実施された検診結果のうち厚生労働省に未提出のものについて、速やかに

本人の同意を得たよで報告するよう指導しました。離職者については、今後、年 1回、

緊急作業従事者の現況調査を行い、離職者を把握し、対象者に直接、受診を勧奨しま

す。

5 健康相談・保健指導窓口における相談状況

厚生労働省では、緊急作業従事者を対象とした健康相談・保健指導の窓口を委託事業

により設置しています。日本全国どこからでもフリーダイヤルによる電話相談が可能で、

予約により、医師等による対面による健康相談や保健指導を受けることができます(フ

リーダイヤル 0120-808-609)。

平成 24年4月から平成 25年3月までの健康相談実施状況は、以下のとおりです。

表6 実施件数(平成 24年4月~平成 25年3月)

総数|電話相談| 対面相談 |文書・その他

154 17 2 
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表7 相談内容分類(延件数)

1 被ぱくと健康影響について 102 

-現在の健康状態と被ぱくの関係 56 

-現在の健康状態についての労災適用の可能性 24 

同その他 22 

2 長期的健康管理システムについて 盟主

-登録註に関する問い合わせ(使途・変更手続き・未送達など) 59 

"健康診断及びがん検診に関する問い合わせ 45 

3 被ばく線量の照会 29 

-本人からの照会 24 

-家族からの照会 5 

4 今後の健康管理方法 83 

同健康維持管理方法 46 

-病気治療についての指導・相談 37 

5 企業からの相談 16 

-社員の健康管理の問い合わせ 16 

6 その他 48 
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別記の事業者の代表者あて

基安労発 0809第 3号

平成 25年 8月 9日

厚生労働省労働基準局

安全衛生部労働衛生課長

東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者の

長期健康管理の適切な実施について

表記については、「東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保

持増進のための指針J(平成 23年 10月 11日 東京電力福島第一原子力発電所における緊

急作業従事者等の健康の保持増進のための指針公示第 5号。以下「指針」という。) ()jlj添

1 )により、実施されているところです。

今般、別添2のとおり緊急作業従事者(東京電力福島第一原子力発電所の緊急作業に従

事した者)の長期的健康管理の実施状況についてとりまとめたところ、指針に定める検査

のうち、実施率が約7割にとどまる項目があり、厚生労働省に対する報告が 1割程度にと

どまる項目があることがわかりました。

つきましては、貴社におかれては、緊急作業従事者の長期的健康管理の適切な実施を図

るため、下記事項を実施していただき、その結果を報告するようお願いします。

言日

1 貴社の社員のうち、特定緊急作業従事者(緊急作業従事者のうち、緊急作業期間中に

50ミリシーベノレトを超える線量を受けた者)に該当する者について、指針に定めるがん

検診等の結果を厚生労働省に報告していない者について、以下の事項を実施すること。

(1) 指針に定める検査を未実施の場合は、未実施の理由を調査するとともに、一般定期

健康診断等の機会を捉え、指針に定める検査の受診を特定緊急作業従事者に対して再

度勧奨すること。

(2) 実施された検査のうち、厚生労働省に報告されていない検査記録の写しについて、

速やかに厚生労働省に報告すること。

なお、報告は、極力、電子媒体によることとし、)jiJ添3のフォーマットに従って報

告すること。

2 報告期限

(1) 1の(1)の調査結果について、本年9月 10日までに報告すること。

(2) 1の(2)の検査記録の写しについて、本年9月 10日までに報告すること。間に合わ

ないものについては、本年9月 30日までに報告すること。



別記





l~rJ~ll 

東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保持増進のた

めの指針( 一10月 11日
東京電力福島第一一電所における一一の健一増進のための+刊

公示第 5号

第 1 趣旨

平成23年3月11日に発生した東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電

所における厚生労働大臣が指定する緊急作業(電離放射線障害防止規則第 59条の

2第 1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する緊急作業(平成23年厚生労働省

告示第 402号)で定める緊急作業をいう。以下「指定緊急作業」という。)に従事

し、又は従事した労働者(以下「緊急作業従事者等」という。)のうち、指定緊急

作業期間中に通常の放射線業務の被ぱく上限を超える線量を被ばくした労働者に

ついては、がん等晩発性の健康障害の発生が懸念されるとともに、緊急作業従事者

等が抱く健康上の不安を解消するため、緊急作業従事者等が離職した後を含め、そ

れらに対する検査等、適切な長期的健康管理を実施する必要がある。

本指針は、労働安全衛生法(昭和 47年法律第 57号。以下「法Jという。)第 70

条の 2第 1項に基づき、緊急作業従事者等を指定緊急作業又は放射線業務(以下「緊

急作業等」という。)に従事させる事業者が講ずるよう努めるべき労働者の健康の

保持増進のための措置が適切かつ有効に実施されるよう、緊急作業従事者等の健康

管理の実施方法の原則を定めるとともに、緊急作業従事者等が放射線業務から離れ

た後における適切な長期的健康管理が実施されるために必要な措置を定めるほか、

緊急作業従事者等の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るた

めに国が行う必要な援助について定めるものとする。

第2 長期的健康管理のための取組

1 事業場内の体制の確立

緊急作業従事者等を緊急作業等に従事させた事業者(現に、当該者を緊急作業

等以外の業務に従事させる中小企業者を除く。)は、緊急作業従事者等に対する長

期的な健康管理を適切に実施するため、事業場の規模に応じ、衛生委員会、衛生

管理者、産業医、保健師等による事業場内管理体制を確立し、一般健康診断(法

第 66条第 1項の規定による健康診断をいう。)、電離放射線健康診断(電離放射線

障害防止規則(昭和 47年労働省令第 41号。以下「電離則」という。)第 56条の

規定による健康診断をいう。)を適切に実施する。

2 がん検診等の実施

(1) 事業者は、緊急作業従事者等であって、指定緊急作業に従事した聞に受け

た放射線の実効線量が50ミリシーベルトを超え 100ミリシーベルト以下の者



については、おおむね 1年ごとに 1回、組i新顕微鏡による白内障に関する

眼の検査を実施する。この際、水晶体の写真を撮影しておくことが望ましい。

ただし、当該労働者が受診を希望しない場合にはこの限りではない。

(2) 事業者は、緊急作業従事者等であって、指定緊急作業に従事した聞に受け

た放射線の実効線量が 100ミリシーベルトを超える者については、上記(1)の

検査に加え、おおむね 1年ごとに1回、次に掲げる検査を実施する。ただし、

当該労働者が受診を希望しない場合にはこの限りではない。また、一般定期

健康診断等の健康診断において実施する採血による赤血球数及び血色素量の

検査と併せて白血球数及び白血涼百分率の検査を実施することが望ましい。

検査名 検査項目

甲状腺の検査 ア 採血による甲状腺刺激ホルモン(TSH)、遊

離トリヨードサイロニン(freeT 3)及び遊離

サイロキシン(freeT.)の検査

イ 上記アの検査の結果及び被ぱく線量等か

ら医師が必要と認めた場合には、頚部超音

波検査

買がん検診 胃エックス線透視検査又は胃内視鏡検査

肺がん検診 胸部エックス線検査及び略疾細胞診

大腸がん検診 便潜血検査

(3) 事業者は、よ記(1)及び(2)の検査を実施するにあたって、あらかじめ、検

査内容やその必要性等について、受診者に対して十分に説明する。

3 保健指導等

(1) 事業者は、緊急作業従事者等に対し、「健康診断結果に基づき事業者が講ず

べき措置に関する指針j(平成 20年1月 31目、健康診断結果措置指針公示第

7号)に基づき、医師又は保健師による保健指導を受けさせる際には、電離

放射線健康診断及び2で定めるがん検診等の結果を総合的に考慮した保健指

導を実施する。

(2) 事業者は、緊急作業従事者等に対し、通常の放射線業務とは異なる環境下

で緊急性の高い作業に従事したことによる精神面への影響を踏まえ、当該者

が希望する場合には、「労働者の心の健康lの保持増進のための指針j (平成 18

年3月31日、健康保持増進のための指針公示第3号)に留意した上でメンタ

ルヘルスケアを含めた健康相談を実施する。

(3) 事業者は、一般健康診断及び電離放射線健康診断の結果(当該健康診断の



項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)については、

法第 66条の4の規定に基づき、医師等の意見を聴き、その意見に基づいて就

業上の措置を決定する。ただし、 zで定めるがん検診等の結果は、原則とし

て再検査又は精密検査、治療のための受診の勧奨を行うために活用されるも

のであり、安易に就業上の措置の決定には用いることがあってはならないこ

とに留意する。

(4) 事業者は、一般健康診断、電離放射線健康診断、保健指導等の結果等、本

指針に係る健康情報の保護を図るため、その取扱いについては、「雇用管理に

関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関

する指針j (平成， 6年厚生労働省告示第 259号)に留意する。

第3 緊急作業従事者等の長期的健康管理のためのデータベースの整備等

1 ヂータベースの整備等

(1) 緊急作業従事者等を緊急作業等に従事させる事業者(電離放射線障害防止規

則の一部を改正する省令(平成 23年厚生労働省令第 129号)の施行前に、緊

急作業従事者等を指定緊急作業に従事させた事業者を含む。)は、緊急作業従

事者等が緊急作業等に従事している聞は、電離則第 59条の2の規定に基づき、

次に掲げる項目を国に報告しなければならない。

ア健康診断結果

① 電離則第 57条の規定による電離放射線健康診断結果

② 労働安全衛生規員IJ第44条及び第 45条の規定による一般健康診断結果

③ 法第 66条第4項の規定による臨時健康診断結果

イ 「線量等管理実施状況報告書j (電離則様式第3号)に定める事項

① 氏名、住所、所属事業場名等

② 緊急作業に従事していた聞の被ぱく線量、指定緊急作業に従事する以

前及び指定緊急作業に従事した後に従事していた放射線業務による被

ぱく線量等

(2) 事業者は、第2の2のがん検診等、上記(1)以外の検査を緊急作業従事者等に

対して実施した場合、当該者の同意を得た上で、医師の診断・所見を含む検査

結果を国に報告する。i

(3) 緊急作業従事者等には、当該者に係る上記(1)及び(2)の項目等を記録し及び

保存することができるよう園が設けたデータベースに登録された旨を証する

書面(以下「登録証」という。)が送付されるものとする。緊急作業従事者等

は、国が設置する緊急作業従事者等を支媛するための窓口(以下「支援窓口」



という。)に筆録証を提示することにより、自らの被ぱく線量、健康診断結果

等の記録の写しの交付を受けることができる。

(4) 第2の2(1)及び(2)に該当する緊急作業従事者等(以下「特定緊急作業従事

者等」という。)は、上記(1)及び(2)の主要な事項が記載された「特定緊急作

業従事者等被ぱく線量等記録手帳J(以下「手帳」という。)の交付を受けるこ

とができる。また、随時、支援窓口において、手帳の記載内容の追記を受ける

ことができる。

2 緊急作業従事者等を新たに放射線業務に従事させる場合の措置

(1) 新たに労働者を放射線業務に就かせようとする事業者は、当該労働者に対す

る雇入れ時電離放射線健康診断における過去の被ぱく歴の調査により、当該労

働者が緊急作業従事者等に該当することを把握した場合は、電離則第 59条の2

の規定に基づき、第3の1に定める報告を国に対して行なわなければならない

とともに、当該者の指定緊急作業時の被ぱく線量に応じ、第2に定める健康管

理等を適切に実施する。

(2) 事業者は、特定緊急作業従事者等の健康管理を実施するに当たり、当該者の

同意を得たよで、手帳に記載された過去の健康診断結果等を把握し、それを保

健指導又は健康相談に活用する。

第4 緊急作業従事者等の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図

るために国が行う必要な援助等

1 がん検診等の受診勧奨

特定緊急作業従事者等のうち、緊急作業等に従事する者については、事業

者を通じ、それ以外の者については、直接、おおむね 1年ごとに 1園、第2

の2に定める被ばく線量に応じ、がん検診等の受診を勧奨する通知をするも

のとする。

2 国による保健指導等の実施

園は、支援窓口において、緊急作業従事者等に対する健康相談又は保健指導

を行う。

3 特定緊急作業従事者等への援助等

ア 園は、特定緊急作業従事者等のうち、現に職業に就いていない者については、

一般健康診断及び第2の2に掲げる各検査に相当する検査を受診する場合に

おいて、当該検査に要する費用の全部又は一部を援助する。

イ 園は、特定緊急作業従事者等のうち、現に、緊急作業等以外の業務に従事さ

せる事業者(当該者を緊急作業等に従事させた中小企業者以外の事業者を除



<0)に雇用される者については、第2の2に掲げる各検査に相当する検査を

受診する場合において、当該検査に要する費用の全部文は一部を援助する。

ウ 国は、上記ア又はイの検査を実施する医療機関から、受診者の同意を得た上

で、医師の診断・所見を含む検査結果の報告を得るものとする。

4 国は、 1から 3までに掲げるもののほか、特定緊急作業従事者等の健康の保持

増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るために必要と認められる援助等

を行うことができる。



知IJi恭2

東京電力福島第一原子力発電所緊急作業従事者の長期的健康管理の実施状況について

厚生労働省では、法令及び指針惜刊に基づき、京電福島第一原発での緊急作業従事者(宝

引を対象に、被1;1:く線量に応じたがん検診等の実施等の長期的健康管理を実施するととも

に、その管理を効率的に行うため、被ぱく線量、健康診断結果等を登録したデータペース

の整備を行っています。

今般、各事業者からの報告等をもとにデ-$1を整理し、長期的健康管理の実施状況をと

りまとめました。

(注 1) r東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保持増進のため

の指針J(平成 23年 10月 11日 公示第5号)

(注2)緊急時被ばく限度(100ミリシーベノレト。 H23.3. 14~H23. 12. 16の間は 250ミリシー

ベルト)適用労働者。原則として H23.12. 15以前に作業に従事した者。

1 登録証の発行状況

厚生労働省では、緊急作業従事者に対して、長期的健康管理システムにデー告が登録

されていることを証する「東電福島第一原発緊急作業従事者登録紅J(以下「登録証」と

いいます。)を発行しています。

登録証は、緊急作業従事者 19，346人(平成 25年B月現在)のうち、平成 24年7月か

ら平成 25年6月までの問、住所不明者 62人を除<19，284人に対して、直接郵送しまし

た。そのうち、宛先不明等で返送された 2，470名については、時期を改めて再送付、元

請事業者への住所照会や作業者本人に対する電話照会等を行い、住所等が判明した緊急

作業従事者に登録証を送付してきました。

現在までのところ、緊急作業従事者 19，346人のうち、 18，874人 (97.6目)に登録証を

発行済みです。登録証を送付できていない 472人(転居先不明・長期不在 410人、住所

不明 62人)閣については、引き続き住所の確認を実施していきます。

(注 472人の緊急作業期間中の被ばく線量は平均 7.67ミリシーベノレト、最大 45.07ミリ

シーベノレト。

2 手帳の発行状況

厚生労働省では、緊急作業従事期間の被ぱ〈線量(実効線量)が 50mSvを超える緊急

作業従事者(以下「特定緊急作業従事者」といいます。)に対して、「特定緊急作業従事

者等被ぱく線量等記録手帳J(出(以下「手帳」といいます。)を発行しています。

手帳は、対象者からの申請に基づいて発行していますが、平成24年9月に全ての対象

者に申請書を送付し申請を勧奨しました(全員に届いたことを確認済み。)。さらに、未

申請者については平成 24年 10月に、所属事業場に対して未申請者一覧を示した上で本

人に申請を勧奨するよう依頼を行いました。また、平成 25年2月にも、未申請者の所属

事業場に対して申請を勧奨する文書を送付しており、今後も、申請勧奨等を行います。

現在までのところ、特定緊急作業従事者 903人(平成 25年B月現在)のうち、 747人

1 



(82.7%)に手帳を発行済みです。さらに、平成 25年7月5日に発表した内部被ぱく線

量の再評価により、新たに手帳交付対象となった方 12名に対しても、申請勧奨を行いま

した。

(注)申諸により交付される。手帳には過去の被ばく線量や健康診断結果をまとめて綴じ込むこ

とができる。手帳保持者は、離職後、被ばく線量に応じ、厚生労働省が指定する医療機関でが

ん検診等を受診できる。

3 健康診断実施結果のヂ一書ベース登録状況等

(1)特定緊急作業従事者に対する健康診断実施状況調査結果

厚生労働省では、平成 23年10月から平成 24年9月に実施された、特定緊急作業従

事者(緊急作業時の被ぱく線量が 50mSvを超える者)に係る健康診断等実施状況につ

いて、事業場に対する調査を実施しました。その結果は表 1のとおりです。

表 1 特定緊急作業従事者に対する健康診断実施状況調査結果

(平成 23年 10月から平成 24年9月まで)

特殊健康診断 一般健康診断(特定健診)

東京電力 協力会社 合計 東京電力 協力会社 合計

実施者数億円(人) 517 165 682 517 170 687 

対象者数〈紅白3)(人) 519 176 695 519 176 695 

実施率(%) 99. 6略 93.8目 98.1世 99. 6目 96. 6略 98.8日

(注1)平成 23年 10月より前に実施された直近の健康診断を含む。

(注2)回答のあった者の数。回答率は、協力会社が 89.8%(196人中 176人)、東京電力が

100% (519人中 519人) (平成25年8月6日現在)

(注3)平成 23年 10月から平成 24年 9月までに放射線業務に従事した者に限る。

(2) 緊急作業従事者に対する健康診断惜1)結果のデ-51ベース登録状況

電離則第 59条の 2が施行された平成 23年 10月から平成 24年9月に実施された健

康診断のうち、平成 25年2月末までに厚生労働省に報告があったものをとりまとめた

結果は表2のとおりです。

表2 .電離放射線特殊健康診断等結果のデ一書ペース登録状況

(平成 23年 10月から平成 24年9月まで)

特殊健康診断 一般健康診断(特定健診)

東尽電力 協力会社 合計 東京電力 協力会社 合計

登録数〔注目 (人) 1，745 7， 427 9，172 1，742 5， 941 7， 683 

対象者数惜別(人) 2， 070 9，910 11， 980 2， 070 9，910 11， 980 

1:登録率(%) 84.3目 74. 9略 76. 6目 84.2百 59. 9略 64.1目
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(注1)事業者は、電離放射線障害防止規則(以下「電離則」という。)及び労働安全衛生規

則に基づき、放射線業務に従事する労働者に対して、 6月以内ごとに l回、電離放射線

特殊健康診断及び一般健康診断(特定健診)を実施することが規定されている。緊急作

業従事者については、電離則第四条の 2に基づき、放射線業務に従事している問、健康

診断の結果を厚生労働省に提出することが定められ、その結果はデータベースに登録さ

れる。

(注2)平成 23年 10月より前に実施された直近の健康診断結果を含む。平成 25年3月以降

に報告されたものは含まれない。

(注3)平成23年 10月から平成 24年9月までに放射線業務に従事した者に限る。

(3)厚生労働省の対応

東京電力及び健康診断結果の未報告者が所属する元諸事業者81社に対して、健康診

断実施状況の調査、未実施の場合の原因調査と再発防止を指導しました。また、実施

済みの健康診断結果で、厚生労働省に未提出なものについて、速やかに報告するよう

に指導しました。

4 指針に基づくがん検診等結果のデ一書ベース登録状況

(1)指針に基づくがん検診等閣の実施勧奨

厚生労働省では、特定緊急作業従事者を雇用する事業者に対して、対象となる特定

緊急作業従事者の一覧を示した上で、平成 24年 6月から 11月にかけ、複数回にわた

ってがん検診等の適切な実施を要請しました。

さらに、転居、転職等を行った場合でも、がん検診等を適切に受けることができる

よう、年に 1回(本年度は H25年6月に実施済み。)、特定緊急作業従事者全員を対象

に、現在の住所、所属事業場等を調査します。

(注) r東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保持増進のた

めの指針J(以下「指針」といいます。)は、緊急作業従事期間の被ばく線量が 50mSvを

超える緊急作業従事者に対して，白内障に関する眼の検査を、 100mSvを超える緊急作業

従事者に対して、がん検診等の実施をおおむね l年ごとに l回、事業者に実施すること

を求めている。離職後は国が実施。これらの検査結果は、本人の同意のもと、厚生労働

省に報告され、厚生労働省のデータベースに登録される。

(2)特定緊急作業従事者に対する指針に定めるがん検診等の実施状況調査結果

厚生労働省では、特定緊急作業従事者(緊急作業時の被ぱく線量が 50mSvを超える

者)に対する健康診断等実施状況について、事業場に対する調査を実施しました。そ

の結果は表3のとおりです。
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表3 特定緊急作業従事者に対する指針に定めるがん検診等の実施状況調査結果

(平成 23年10月から平成 25年3月まで)

白内障に関する眼の検査
がん検診等

(細隙灯顕微鏡による)

東尽電力 協力会社 合計 東京電力 協力会社 合計

実施者数(釦) (人) 389 200 589 139 23 162 

対象者数時引(人) 563 300 863 142 29 171 

実施率(%) 69.1日 66. 7目 68.3見 97.9目 79.3覧 94. 7目

(注1)回答のあった者の数。回答率は、協力会社が 91.5% (328人中 300人)、東京電力が

100% (563人中 563人) (平成25年8月6日現在)

(注2)眼の検査の対象者は緊急作業期間中 50mSv超の者、がん検診等は 100mSv超の者。

(3)緊急作業従事者に対する指針に基づくがん検診等結果のデ-11ベース登録状況

指針が制定された平成 23年10月以降、平成 24年9月末までに実施されたがん検診

等の結果のうち、平成 25年2月末までに厚生労働省に報告があり、データベースに登

録されている件数をとりまとめた結果は表4のとおりです。また、離職者に対して国

が実施したがん検診等の結果で、平成 25年3月までに厚生労働省に報告があった件数

は表5のとおりです。

表4 特定緊急作業従事者に対する指針に定めるがん検診等結果のヂ-11ベース登録状況

(事業者実施分)

(平成 23年 10月から平成 24年9月まで)

白内陣に関する眼の検査
がん検診等

(細隙灯顕微鏡による)

東京電力 協力会社 合計 東京電力 協力会社 合計

登録者数(剖) (人) 。 102 102 105 7 112 

対象者数(町、出)(人) 563 225 788 142 16 158 

登録率(%) 0.0% 45.3% 12.9百 73.9也 43.8目 70.9目

(注1)平成 23年 10月より前に実施された直近の健康診断結果を含む。なお、夏亙霊1J!T)

眼の検査数がOなのは、平成 24年 7月~平成 25年 3月に実腕された検杏 389人が集計

外となっているため内平成25年3月以降に報告されたものは含まれない。

(注2)眼の検査の対象者は緊急作業期間中 50mSv超の者、がん検診等は 100mSv超の者。

(注 3)①放射線業務に従事している者又は②放射線業務以外の業務に従事している者(緊

急作業時から引き続き大規模事業者に雇用されている者に限る。) (平成 24年8月時点)
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表5 特定緊急作業従事者に対する指針に定めるがん検診等結果の報告状況

(固による援助分)

(平成23年10月から平成25年3月まで)

白内障に関する眼の検査
がん検診等

(細隙灯顕微鏡による)

報告数(人) 44 7 

対象者数(注1.:.t2) (人) 115 15 

報告率(%) 38. 3世 46. 7目

(注 1)眼の検査の対象者は緊急作業期間中 50mSv超の者、がん検診等は lOOmSv超の者。

(注2) 国による援助の対象は、特定緊急作業従事者のうち、①職業に就いていない者又は

②放射線業務以外の業務に従事している者(緊急作業時から引き続き大規模事業者に雇

用されている者を除く。)に限る。(平成24年8月時点)

(5)厚生労働省の対応

厚生労働省では、希望者全員が、白内障に関する眼の検査、がん検診等を受けるこ

とができるよう、検診結果を未提出の東京電力及び事業者50社に対してがん検診等の

受診を勧奨するよう指導しました。

さらに、実施された検診結果のうち厚生労働省に未提出のものについて、速やかに

本人の同意を得たよで報告するよう指導しました。離職者については、今後、年 1回、

緊急作業従事者の現況調査を行い、離職者を把握し、対象者に直接、受診を勧奨しま

す。

5 健康相談・保健指導窓口における相談状況

厚生労働省では、緊急作業従事者を対象とした健康相談・保健指導の窓口を委託事業

により設置しています。日本全国どこからでもフリーダイヤルによる電話相談が可能で、

予約により、医師等による対面による健康相談や保健指導を受けることができます(フ

リーダイヤル 0120-808-609)。

平成24年4月から平成25年3月までの健康相談実施状況は、以下のとおりです。

表6 実施件数(平成24年4月~平成お年3月)

総数|電話相談| 対面相談 |文書・その他

154 17 2 
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表7 相談内容分類(延件数)

被ぱくと健康影響について 102 

-現在の健康状態と被ぱくの関係 56 

-現在の健康状態についての労災適用の可能性 24 

-その他 22 

2 長期的健康管理システムについて 盟主

-登録音正に関する問い合わせ(使途・変更手続き・未送達など) 59 

-健康診断及びがん検診に関する問い合わせ 45 

3 被ぱく線量の照会 29 

-本人からの照会 24 

-家族からの照会 5 

4 今後の健康管理方法 83 

-健康維持管理方法 46 

闘病気治療についての指導・相談 37 

5 企業からの相談 .1.2. 

-社員の健康管理の問い合わせ 16 

6 その他 48 
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. 一般健康診断に係る提出形式(フォーマット)

(留意事項)

別添3

下表の友欄の項目について、 1人 1月ごとに各項目をコンマで区切って 1行のデー

タとすること。

入力に当たっては、備考欄の事項に留意すること。

入力用エクセルファイルを公表しているので活用のこと。

厚生労働省ホームベージ〉政策について〉分野別の政策一覧ー雇用・労働ー労働基準>事業主の方へ〉

労働基準関係法令の主要様式・手続き一安全衛生関係主要様式>電離放射線障害防止規則関係

h世p・/八Nww.mhlw.go.jp/bunya/l'oudoukijun/anzeneisei36/10.html

提出フォーマット

健診の種類(一般健診・雇入時健診)，個人番号，皇室量

鍾畳呈」氏名のフリガナ，氏名，生年月日，雇入年月日，

性別(男・女)，健診年月日，既往歴，自覚症状(なし z

記述)，他覚症状(なし・記述)， 

身長 (cm) ，体重(kg)， BMI，腹囲 (cm) ，右視力裸目Jt
右視力矯正，左視力裸眼，左視力矯正，右聴力 1000Hz

(所見なし・所見あり)，右聴力 4000Hz(所見なし・所

見あり)，左聴力 1000Hz(所見なし・所見あり)，左聴

力 4000Hz(所見なし個所見あり) ，聴力検査方法(オー

ジオ"その他) ， 

胸部エックス線検査(直接・間接)，撮影年月日，検査結

果(異常なし・記述)，フィルム番号，曙疲検査(異常な

し・記述)，収縮期血圧 (mmHg)，拡張期血圧 (mmHg)， 

血色素量(g/dυ，赤血球数(万/附n3)，ヘマトクリツト(%)， 

血小板数(万/mm3
) ， 

GOT (AST) (1 U/U ， GPT(AL T) (IU/U ， r -GTP (l U/U ， 

総コレステロール(mg/dυ ，LDLコレステロール(mg/dl)， 

HDLコレステロール(mg/dL)，トリグリセライド(mg/dl) ， 

血糖(mg/dl)， HbA 1 c伶古)， 

尿糖(+・ー・++・+++)，尿蛋白(+・-.++.+++)，尿潜血(+・

-.++・+++)，心電図(所見)， 

その他の検査，医師の診断(異常なし・要精密検査・要治

療・記述)，健診を実施した医師の氏名，健診を実施した

盈量主」医師の意見，意見を述べた医師の氏名，備考，

飲酒状況，飲酒開始年齢，飲酒終了年齢， 1日飲酒量(日

本酒換算)，喫煙状況，喫煙開始年齢，喫煙終了年齢 1

日喫煙本数

備考

-個人番号'東電が発行した作業員証の番号

-年月日年は西暦

胸部エックス線検査は撮影法を書

くこと。

(貧血検査)

ω干機能検査)

(血糖検査)

(尿検査)

(Ii:~電図検査)

-その他の検査.同時に行った 般健診・電

離健診の項目以外の結果があれば記載す

ること。~Ij添5にある項目を除く。

(生活習慣)



- 電離放射線健康診断・臨時健康診断に係る提出形式(フォーマット)

(留意事項)

下表の左欄の項目について、 1人 1月ごとに各項目をコンマで区切って 1行のデー

タとすること。

入力に当たっては、備考欄の事項に留意すること。

入力用エクセルファイ/レを公表しているので活用のこと。

厚生労働省ホームページ〉政策について〉分野別の政策一覧ー雇用・労働ー労働基準〉事業主の方へ〉

労働基準関係法令の主要様式・手続き一安全衛生関係主要様式〉電離放射線障害防止規則関係

http://www.mhlw.go.jp/bunyaJroudoukijunlanzeneisei36/IO.html 

提出フォーマット 備考

健診の種類(電離健診・臨時健診).個人番号，中央登録 -個人番号.東電が発行した作業員証の番号

番号，氏名のフリガナ，氏名，性別(男・女).生年月日， -年月日.年は西暦4桁

雇入年月日，判定と処置，健診年月日，

白血球数(個/mm3).リンパ球(目).単球(首).異型リンパ (血液検査)

球(目).好中球樟状核(略).好中球分葉核(日).好中球全体

島-).好酸球(日).好塩基球(略).赤血球数(万/mm3).血

色素量 (g/dU.ヘマトクリツト(日).その他，

水品体の混濁(有・無) . (目の検査)

発赤(有・無) .乾燥又は縦じわ(有・無) .潰蕩(有・ (皮膚の検査)

無) .爪の異常(有・無) . 

体重，

その他の検査，全身的所見，自覚的訴え，参考事項，医師 その他の検査同時に行った一般健診・電|

の診断(異常なし・要精密検査・要治療・記述).健診を 離健診の項目以外の結果があれば記載す

実施した医師の氏名，健診を実施した施設名，医師の意見， ること。買1)添5にある項目を除く。

意見を述べた医師の氏名



- 作業・被ばく状況に係る提出形式(フォーマット)

(留意事項)

下表の左欄の項目について、 1人の対象期間(J月又は 3月)ごとに各項目をコンマ

で区切って 1行のデータとすること。

入力に当たっては、備考欄の事項に留意すること。

入力用エクセルファイルを公表しているので活用のこと。

厚生労働省ホームベージ>政策について〉分野ijljの政策一覧ー雇用・労働ー労働基準〉事業主の方へ〉

労働基準関係法令の主要様式・手続き一安全衛生関係主要様式〉電離放射線障害防止規則関係

h仕p://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijunlanzeneisei36/1O.html 

提出フォーマット

氏名のフリガナ，氏名，生年月日，

性別(男・女)，個人番号，皇去量

鍾量呈ι緊急作業従事前の被ばく線

量，住所，電話番号，緊急作業時の

所属事業場の名称，緊急作業時の所

属事業場の所在地，電話番号，現在

の所属事業場の名称，現在の所属事

業場の所在地，電話番号，

対象期間 (2011年O月分)，外部

被ぱく実効線量 (mSv)，眼の水晶

体の等価線量 (mSv)，皮膚の等価

線量 (mSv) ， 

預託線量 (mSv)， iftl]定日，摂取臼，

核種，計測値 (Bq)，核種，計測値

(Bq) ，核種，計測値 (Bq) ， 

通常・指定緊急作業の区別(通常・

指定緊急)，作業の場所，作業の内

容，安定ヨウ素剤の使用状況

【改行】

備考

(個人識別情報)

外国人の場合、氏名欄は、漢字表記を持たない外国人の場合はローマ字

表記で記載し、住所欄には、現住所のほか、母国における住所及び国籍を

記入すること。

生年月日，年は西暦で記載すること。

・個人番号・東電が発行した作業員証の番号

-緊急作業従事以前の被ぱく線量不明な場合は、放射線管理手帳の中央

主主録番号を記載すること。

・緊急作業時の所属事業場の名称、緊急作業時の所属事業場の所在地、

電話番号は、前回の報告から変更があった場合に記入すること。 ¥ 

・現在の所属事業場がない場合は、現在の所属事業場の名称に「なしjと書

くこと。

(対象月分累積線量)

・緊急作業に従事しでいる聞は1月ごとに1回、通常の放射線業務に従事し

ている聞は3月ごとに1回、それぞれの累積線量を報告すること。

・被ばく線量は、報告時点の暫定値で差し支えなく、確定作業等により変更

があった場合は、次回報告時に修正報告を行うこと。

(内部被ばく測定結果)

(作業の場所・作業内容)

・作業の場所、作業の内容・指定緊急作業の場合に記入。

報告対象者が従事した作業に関して、平成23年5月23日付け基安発052

3第1号に基づき、原子力事業者又は元方事業者が所轄労働基準監督署

に提出した「緊急作業における放射線作業届」を提出している場合は、そ

の届出目、作業件名、受付番号を記載すること。

作業届が提出されていない場合、元方・関係請負人にあっては、元方事業



場の名称、原子力事業者からの発注件名、関係請負が請け負った工事の

名称を記載すること。

安定ヨウ素舟lの使用状況 i安定ヨウ素剤を服用していた場合はその期聞

を、服用がなかった場合は「なし」と記載すること。



- 日々の被ばく線量に係る提出形式(フォーマット)

(留意事項)

下表の左欄の項目について、 1人 l回の測定ごとに各項目をコンマで区切って 1行

のデータとすること。

入力に当たっては、備考欄の事項に留意すること。

入力用エクセノレファイルを公表しているので活用のこと。

厚生労働省ホームページ〉政策について〉分野別の政策一覧 雇用・労働ー労働基準〉事業主の方へ〉

労働基準関係法令の主要様式・手続き一安全衛生関係主要様式〉電離放射線障害防止規則関係

h甘:p://www.mhlw.go田jp/bunya/roudoukijun!anzeneisei36/10.html

提出フォーマット 備考

氏名のフリガナ，氏名，生年月日， (個人識別情報)

個人番号，中央笠録番号，測定開始 個人番号・東電が発行した作業員証の番号

日時，測定終了日時，外部被ぱく実 (外部被ばく線量)

効線量 (mSv) 緊急作業に従事している場合は1月分の日々の線量を、通常の放射線作

【改行】 業に従事している場合は3月分の日々の線量を提出すること。

氏名のフリガナ，氏名，生年月日， 一回の被ばく線量測定ごとに一行の記録とすること。

個人番号，中央登録番号，測定開始

日時，測定終了日時，外部被ぱく実

効線量 (mSv)

【改行】
. . . 



- その他の検査、健康相談・保健指導に係る提出形式(フォーマット)

(留意事項)

下表の左欄の項目について、 1人1回ごとに各項目をコンマで区切って 1行のデー

タとすること。

健康相談・健康指導の場合は(白内障)から(その他)まで空欄とすること。

入力に当たっては、備考欄の事項に留意すること。

入力用エクセルファイルを公表しているので活用のこと。

厚生労働省ホームベージ〉政策について〉分野別の政策一覧ー雇用・労働ー労働基準〉事業主の方へ>

労働基準関係法令の主要様式・手続き一安全衛生関係主要様式>電磁放射線障害防止規則関係

http://www.mhlw田昌o.jp!bunyalroudoukijunlanzeneisei36/1 O.html 

提出フォーマット 備考

健診の種類(その他の検査・健康相談等)，個人番号，虫皇 個人番号:東電が発行した作業員証の

登録番号，氏名のフリガナ，氏名，生年月日，実施年月日， 番号

実施した医師名，実施した施設名， -年月日・年は西暦

白内障検査方法，眼の所見， (白内障)

皮膚の所見， (皮膚)

甲状腺刺激ホルモン TSH，遊離トリヨードサイロニン free (甲状腺)

T3，遊離サイロキシン freeT4， TRAb， MCPA，抗 TPO抗体，

TgAb，甲状腺超音波，

胃エックス線透視，胃内視鏡， ピロリ菌，ペプシノゲン 1 (上部消化管・胃)

(ng/mL) ，ペプシノゲン 2(ng/mL) ，ペプシノゲン 1/2比，

使潜血，大腸エックス線透視，大腸内視鏡， (下部消化管・大腸)

頭部掴頚部，胸部，腹部，その他の部位， CCT.MRI等)

HBsAg (定性)， HBsAb (定性)， HBcAb (定性)， HBeAg (定性)， (その他)

HBeAb (定性)， HCV Ab (定性)，高感度 CRP(mg/dL) ， 

健康相談・保健指導の記事，医師の診断(傷病名) (健康相談・保健指導)



福島労働局長殿

l基安労発 0809第4号

平成 25年 8月 9日

厚生労働省労働基準局

安全衛生部労働衛生課長

(契印省略)

東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者の

長期健康管理の適切な実施について

東京電力福島第一原子力発電所(以下「発電所」という。)における安全衛生管理対策に

ついては、平成 23年 12月 22日付け基安発 1222第3号により安全衛生部長から通知され

ているところであるが、今般、別紙1の緊急作業従事者(東京電力福島第一原子力発電所

の緊急作業に従事した者)の長期的健康管理の実施状況に基づき、別紙2、別紙3及び別

紙4のとおり、東京電力、元方事業者及び関係事業者に対し、長期健康管理の適切な実施

について通知したので了知するとともに、同発電所及び関係事業者を適切に指導されたい。



別紙1

東京電力福島第一原子力発電所緊急作業従事者の長期的健康管理の実施状況について

厚生労働省では、法令及び指針佐川に基づき、東電福島第一原発での緊急作業従事者(注

引を対象に、被ぱく線量に応じたがん検診等の実施等の長期的健康管理を実施するととも

に、その管理を効率的に行うため、被ぱく線量、健康診断結果等を登録したデーヲベース

の整備を行っています。

今般、各事業者からの報告等をもとにデー舎を整理し、長期的健康管理の実施状況をと

りまとめました。

(注 1) r東京電力徳島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保持増進のため

の指針J(平成23年 10月11日 公示第5号)

(注2)緊急時被ばく限度(I00ミリシーベルト。 H23.3. 14~H23. 12. 16の聞は 250ミリシー

ベルト)適用労働者。原則として H23.12. 15以前に作業に従事した者。

1 登録証の発行状況

厚生労働省では、緊急作業従事者に対して、長期的健康管理システムにデー舎が登録

されていることを証する「東電福島第一原発緊急作業従事者登録証J(以下「登録註」と

いいます。)を発行しています。

登録証は、緊急作業従事者 19，346人(平成25年B月現在)のうち、平成24年7月か

ら平成25年6月までの問、住所不明者 62人を除く 19，284人に対して、直接郵送しまし

た。そのうち、宛先不明等で返送された 2，470名については、時期を改めて再送付、元

請事業者への住所照会や作業者本人に対する電話照会等を行い、住所等が判明した緊急

作業従事者に登録鉦を送付してきました。

現在までのところ、緊急作業従事者 19，346人のうち、 18，874人 (97.6%)に登録証を

発行済みです。登録証を送付できていない 472人(転居先不明・長期不在 410人、住所

不明 62人}閣については、引き続き住所の確認を実施していきます。

(注 472人の緊急作業期間中の被ぱく線量は平均 7.67ミリシーベノレト、最大 45.07ミリ

シーベノレト。

z 手帳の発行状況

厚生労働省では、緊急作業従事期間の被ぱく線量(実効線量)が 50mSvを超える緊急

作業従事者(以下『特定緊急作業従事者」といいます。)に対して、「特定緊急作業従事

者等被ぱく線量等記録手帳」閣(以下「手帳」といいます。)を発行しています。

手帳は、対象者からの申請に基づいて発行していますが、平成24年9月に全ての対象

者に申請書を送付し申請を勧奨しました(全員に届いたことを確認済み。)。さらに、未

申請者については平成 24年 10月に、所属事業場に対して未申請者一覧を示したよで本

人に申請を勧奨するよう依頼を行いました。また、平成25年2月にも、未申請者の所属

事業場に対して申請を勧奨する文書を送付しており、今後も、申請勧奨等を行います。

現在までのところ、特定緊急作業従事者 903人(平成 25年B月現在)のうち、 747人
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(82.7%)に手帳を発行済みです。さらに、平成 25年 7月5日に発表した内部被ぱく線

量の再評価により、新たに手帳交付対象となった方 12名に対しでも、申請勧奨を行いま

した。

(注)申請により受付されるn 手帳には過去の被ばく線量や健康診断結果をまとめて綴じ込むこ

とができる。手帳保持者は、離職後、被ばく線量に応じ、厚生労働省が指定する医療機関でが

ん検診等を受診できる。

3 健康診断実施結果のヂ-~ペース登録状況等

(1 )特定緊急作業従事者に対する健康診断実施状況調査結果

厚生労働省では、平成23年 10月から平成 24年 9月に実施された、特定緊急作業従

事者(緊急作業時の被ぱく線量が 50mSvを超える者)に係る健康診断等実施状況につ

いて、事業場に対する翻査を実施しました。その結果は表 1のとおりです。

表 1 特定緊急作業従事者に対する健康診断実施状況調査結果

(平成 23年10月から平成 24年9月まで)

特殊健康診断 一般健康診断(特定健診)

東京電力 協力会社 合計 東京電力 協力会社 合計

実施者数{出， (人) 517 165 682 517 170 687 

対象者数倍2.ii3'(人) 519 176 695 519 176 695 

実施率(%) 99. 6首 93.8世 98.1目 99. 6悦 96. 6% 98.8首

(注 1)平成 23年 10月より前に実施された直近の健康診断を含む。

(注2)回答のあった者の数。回答率は、協力会社が 89.8%(196人中 176人)、東京電力が

100% (519人中 519人) (平成 25年8月6日現在)

(注3)平成 23年 10月から平成 24年9月までに放射線業務に従事した者に限る。

(2) 緊急作業従事者に対する健康診断(注1)結果のデ-~ベース登録状況

電離則第 59条の 2が施行された平成 23年 10月から平成 24年9月に実施された健

康診断のうち、平成 25年2月末までに厚生労働省に報告があったものをとりまとめた

結果は表2のとおりです。

表2 電離放射線特殊健康診断等結果のデータベース登録状況

(平成 23年10月から平成 24年9月まで)

特殊健康診断 一般健康診断(特定健診)

東京電力 協力会社 合計 東京電力 協力会社 合計

登録数世引(人) 1，745 7，427 9，172 1，742 5， 941 7， 683 

対象者数惜別(人) 2， 070 9，910 11，980 2， 070 9， 910 11， 980 

登録率(%) 84.3目 74. 9% 76.6略 84.2見 59.9目 64.1目
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(注1)事業者は、電離放射線障害防止規則IJ (以下「電離則」という。)及び労働安全衛生規

則に基づき、放射線業務に従事する労働者に対して、 6月以内ごとに l回、電離放射線

特殊健康診断及び一般健康診断(特定健診)を実施することが規定されている。緊急作

業従事者については、電離則第 59条の2に基づき、放射線業務に従事している問、健康

診断の結果を厚生労働省に提出することが定められ、その結果はデータベースに登録さ

れる。

(注2)平成 23年 10月より前に実施された直近の健康診断結果を含む。平成 25年3月以降

に報告されたものは含まれない。

(注 3) 平成 23年 10月から平成 24年9月までに放射線業務に従事した者に限る。

(3) 厚生労働省の対応

東京電力及び健康診断結果の未報告者が所属する元請事業者81祉に対して、健康診

断実施状況の調査、朱実施の場合の原因調査と再発防止を指導しました。また、実施

済みの健康診断結果で、厚生労働省に未提出なものについて、速やかに報告するよう

に指導しました。

4 指針に基づくがん検診等結果のヂ-$1ベース登録状況

(1)指針に基づくがん検診等閣の実施勧奨

厚生労働省では、特定緊急作業従事者を雇用する事業者に対して、対象となる特定

緊急作業従事者の一覧を示した上で、平成 24年 6月から 11月にかけ、複数回にわた

ってがん検診等の適切な実施を要請しました。

さらに、転居、転職等を行った場合でも、がん検診等を適切に受けることができる

よう、年に 1回(本年度は H25年6月に実施済み。)、特定緊急作業従事者全員を対象

に、現在の住所、所属事業場等を調査します。

(注) r東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保持増進のた

めの指針J(以下「指針」といいます。)は、緊急作業従事期間の被ばく線量が 50mSvを

超える緊急作業従事者に対して，白内障に関する眼の検査を、 100mSvを超える緊急作業

従事者に対して、がん検診等の実施をおおむね l年ごとに l回、事業者に実施すること

を求めている。離職後は国が実施。これらの検査結呆は、本人の同意のもと、厚生労働

省に報告され、厚生労働省のデータベースに登録される。

(2) 特定緊急作業従事者に対する指針に定めるがん検診等の実施状況調査結果

厚生労働省では、特定緊急作業従事者(緊急作業時の被ぱく線量が 50mSvを超える

者)に対する健康診断等実施状況について、事業場に対する調査を実施しました。そ

の結果は表3のとおりです。
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表3 特定緊急作業従事者に対する指針に定めるがん検診等の実施状況調査結果

(平成 23年 10月から平成 25年3月まで)

白内障に関する眼の検査
がん検診等

(細隙灯顕微鏡による)

東尽電力 協力会社 合計 東京電力 協力会社

実施者数{注1) (人) 389 200 589 139 23 

対象者数時引 (人) 563 300 863 142 29 

合計

162 

171 

実施率(%) 69.1目 66. 7出 68. 3目 97. 9略 79.3目 94. 7明

(注 1)回答のあった者の数。回答率は、協力会社が 91.5% (328人中 300人)、東京電力が

100% (563人中 563人) (平成 25年8月日日現在)

(注2)限の検査の対象者は緊急作業期間中 50mSv超の者、がん検診等は 100mSv超の者。

(3) 緊急作業従事者に対する指針に基づくがん検診等結果のデータペース登録状況

指針が制定された平成 23年 10月以降、平成 24年9月末までに実施されたがん検診

等の結果のうち、平成 25年2月末までに厚生労働省に報告があり、デ一書ベースに登

録されている件数をとりまとめた結果は表4のとおりです。また、離職者に対して国

が実施したがん検診等の結果で、平成 25年3月までに厚生労働省に報告があった件数

は表5のとおりです。

表4 特定緊急作業従事者に対する指針に定めるがん検診等結果のヂ-51ベース登録状況

(事業者実施分)

(平成 23年 10月から平成 24年9月まで)

白内障に関する眼の検査
がん検診等

(細隙灯顕微鏡による)

東京電力 協力会社 合計 東京電力 協力会社 合計

登録者数曜日(人) 。 102 102 105 7 112 

対象者数世2注引(人) 563 225 788 142 16 158 

登録率作も) 0.0目 45.3目 12.9目 73.9目 43.8弛 70.9% 

(注 1)平成 23年 10月より前に実施された直近の健康診断結果を含む。なお、基亙重tJ(J)

眼の検査数が0なのは、平成 24年 7月~平成 25年 3月に実施された検査 389人が集計

外となっているため内平成 25年3月以降に報告されたものは含まれない。

(注2)限の検査の対象者は緊急作業期間中 50mSv超の者、がん検診等は 100mSv超の者。

(注 3)①放射線業務に従事している者又は②放射線業務以外の業務に従事している者(緊

急作業時から引き続き大規模事業者に雇用されている者に限る。)(平成 24年B月時点)
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表5 特定緊急作業従事者に対する指針に定めるがん検診等結果の報告状況

(固による援助分)

(平成 23年 10月から平成 25年3月まで)

白内障に関する自民の検査
がん検診等

(細隙灯顕微鏡による)

報告数(人) 44 7 

対象者数{町、注目(人) 115 15 

報告率(%) 38.3首 46. 7目

(注1)限の検査の対象者は緊急作業期間中 50mSv超の者、がん検診等は lOOmSv超の者。

(注2)国による援助の対象は、特定緊急作業従事者のうち、①職業に就いていない者又は

②放射線業務以外の業務に従事している者(緊急作業時から引き続き大規模事業者に雇

用されている者を除く。)に限る。(平成24年8月時点)

(5) 厚生労働省の対応

厚生労働省では、希望者全員が、白内障に関する眼の検査、がん検診等を受けるこ

とができるよう、検診結果を来提出の東京電力及び事業者 50社に対してがん検診等の

受診を勧奨するよう指導しました。

さらに、実施された検診結果のうち厚生労働省に未提出のものについて、速やかに

本人の同意を得た上で報告するよう指導しました。離職者については、今後、年 1回、

緊急作業従事者の現況調査を行い、離職者を把握し、対象者に直接、受診を勧奨しま

す。

5 健康相談・保健指導窓口における相談状況

厚生労働省では、緊急作業従事者を対象とした健康相談・保健指導の窓口を委託事業

により設置しています。日本全国どこからでもフリーダイヤルによる電話相談が可能で、

予約により、医師等による対面による健康相談や保健指導を受けることができます(フ

リーダイヤル 0120-808-609)。

平成 24年4月から平成 25年3月までの健康相談実施状況は、以下のとおりです。

表6 実施件数(平成 24年4月~平成 25年3月)

総数|電話相談| 対面相談 |文書・その他

154 17 2 
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表7 相談内容分類(延件数)

1 被ぱくと健康影響について 102 

-現在の健康状態と被ぱくの関係 56 

-現在の健康状態についての労災適用の可能性 24 

-その他 22 

2 長期的健康管理システムについて 104 

-登録aiEに関する問い合わせ(使途・変更手続き・来送達など) 59 

-健康診断及びがん検診に関する問い合わせ 45 

3 被ぱく線量の照会 29 

-本人からの照会 24 

-家族からの照会 5 

4 今後の健康管理方法 83 

-健康維持管理方法 46 

-病気治療についての指導・相談 37 

5 企業からの相談 16 

-社員の健康管理の問い合わせ 16 

6 その他 48 

6 



東京電力株式会社担当役員殿

}jlj紙 2

基安労発 0809第 1号

平成 25年 8月 9日

厚生労働省労働基準局

安全衛生部労働衛生課長

東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者の

長期健康管理の適切な実施について

表記については、「東京電力福島第一原子力発電所における安全衛生管理等の徹底につい

てJ(平成 23年 12月 22日付け基安発 1222第 1号)により通知されるとともに、「東京電

力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針J(平成

23年 10月 11日 東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保持

増進のための指針公示第 5号。以下「指針」という。)により、実施されているところです。

今般、)jlj添のとおり緊急作業従事者(東京電力福島第一原子力発電所の緊急作業に従事

した者)の長期的健康管理の実施状況についてとりまとめたところ、電離放射線障害防止

規則(以下「電離員IjJという。)第 59条の 2に基づく健康診断結果の厚生労働省への報告

率が約 8割にとどまることが判明しました。さらに、指針に定める検査のうち、実施率が

約 7寄lにとどまる項目があり、厚生労働省に対する報告がなされていない項目があること

がわかりました。

つきましては、貴社におかれては、緊急作業従事者の長期的健康管理の適切な実施を図

るため、下記事項を実施していただき、その結果を報告するようお願いします。

言己

1 貴社の社員のうち、緊急作業従事者に該当する者について、平成 23年 10月以降に実

施した、電離則第 56条に定める電離放射線特殊健康診断及び労働安全衛生規則第 45条

に定める特定健康診断の結果を厚生労働省に報告していない者について、以下の事項を

実施すること。

(1) 健康診断の実施状況を確認し、米実施の場合は、その理由を調査するとともに、再

発防止を図ること。

(2) 実施された健康診断のうち、厚生労働省に報告されていない健康診断記録の写しに

ついて、速やかに厚生労働省に報告すること。

なお、報告の方法の詳細については、「電離放射線障害防止規則の一部を改正する



省令の円滑な施行等についてJ(平成 23年 10月 14日付け基安発 1014第3号)によ

ること。

2 貴社の社員のうち、特定緊急作業従事者(緊急作業従事者のうち、緊急作業期間中に

50ミリシーベノレトを超える線量を受けた者)に該当する者について、指針に定めるがん

検診等の結果を厚生労働省に報告していない者について、以下の事項を実施すること。

(1) 指針に定める検査を未実施の場合は、未実施の理由を調査するとともに、一般定期

健康診断等の機会を捉え、指針に定める検査の受診を特定緊急作業従事者に対して再

度勧奨すること。

(2) 実施された検査のうち、厚生労働省に報告されていない検査記録の写しについて、

速やかに厚生労働省に報告すること。

なお、報告は、極力、電子媒体によることとし、平成 23年 12月 22日付け基安発

1222第 1号の別添5のフォーマットに従って報告すること。

3 報告期限

(1) 1の(1)及び2の(1)の調査結果について、本年9月 10日までに報告すること。

(2) 1の(2)の健康診断記録の写し及び2の(紛の検査記録の写しについて、本年9月

10日までに報告すること。間に合わないものについては、本年9月 30日までに報告

すること。



別紙3

基安労発 0809第 2号

平成 25年 8月 9日

別記の元方事業者の担当役員 あて

厚生労働省労働基準局

安全衛生部労働衛生課長

東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者の

長期健康管理の適切な実施について

表記については、「東京電力福島第一原子力発電所における安全衛生管理等の徹底について」

(平成 23年 12月 22日付け基安発 1222第2号)により通知されているところです。

今般、別添のとおり緊急作業従事者(東京電力福島第一原子力発電所の緊急作業に従事した

者)の長期的健康管理の実施状況についてとりまとめたところ、電離放射線障害防止規則(以

下「電離則」という。)第 59条の 2に基づく健康診断結果の厚生労働省への報告率が 7割から

5割程度にとどまるこ lとが判明しました。

つきましては、貴社におかれては、緊急作業従事者の長期的健康管理の適切な実施を図るた

め、下記事項を実施していただき、その結果を報告するようお願いします。

守
門
〕

雷
同

1 貴社又は関係請負人の社員のうち、緊急作業従事者に該当する者について、平成 23年 10

月以降に実施した、電離則第 56条に定める電離放射線特殊健康診断及び労働安全衛生規則

第 45条に定める特定健康診断の結果を厚生労働省に報告していない者について、以下の事

項を実施すること。

(1) 未報告者の所属事業場に対して、健康診断の実施状況を確認し、来実施の場合は、そ

の理由を調査するとともに、再発防止を図ること。

(2) 実施された健康診断のうち、厚生労働省に報告されていない健康診断記録の写しにつ

いて、貴社を経由して、速やかに厚生労働省に報告すること。

なお、報告の方法の詳細については、「電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令

の円滑な施行等についてJ(平成 23年 10月 14日付け基安発 1014第3号)によること。

2 報告期限

(1) 1の(1)の調査結果について、本年9月 10日までに報告すること。

(2) 1の(2)の健康診断記録の写しについて、本年9月 10日までに報告すること。間に合

わないものについては、本年9月 30日までに報告すること。



Bリ言己







別記の事業者の代表者あて

別寿氏4

基安労発 0809第 3号

平成 25年 8月 9日

厚生労働省労働基準局

安全衛生部労働衛生課長

東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者の

長期健康管理の適切な実施について

表記については、「東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保

持僧進のための指針J(平成 23年 10月 11日 東京電力福島第一原子力発電所における緊

急作業従事者等の健康の保持増進のための指針公示第 5号。以下「指針」という。) (別添

1 )により、実施されているところです。

今般、知j添 2のとおり緊急作業従事者(東京電力福島第一原子力発電所の緊急作業に従

事した者)の長期的健康管理の実施状況についてとりまとめたところ、指針に定める検査

のうち、実施率が約 7害rJにとどまる項目があり、厚生労働省に対する報告が 1割程度にと

どまる項目があることがわかりました。

つきましては、貴社におかれては、緊急作業従事者の長期的健康管理の適切な実施を図

るため、下記事項を実施していただき、その結果を報告するようお願いします。

記

1 貴社の社員のうち、特定緊急作業従事者(緊急作業従事者のうち、緊急作業期間中に

50ミリシーベルトを超える線量を受けた者)に該当する者について、指針に定めるがん

検診等の結果を厚生労働省に報告していない者について、以下の事項を実施すること。

(1) 指針に定める検査を未実施の場合は、未実施の理由を調査するとともに、一般定期

健康診断等の機会を捉え、指針に定める検査の受診を特定緊急作業従事者に対して再

度勧奨すること。

(2) 実施された検査のうち、厚生労働省fに報告されていない検査記録の写しについて、

速やかに厚生労働省に報告すること。

なお、報告は、極力、電子媒体によることとし、別添3のフォーマットに従って報

告すること。

2 報告期限

(1). 1の(1)の調査結果について、本年9月 10固までに報告すること。

(2) 1の(2)の検査記録の写しについて、本年9月 10日までに報告すること。間に合わ

ないものについては、本年9月初日までに報告すること。



別記





1~1Ji'iti 1 I 

東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保持増進のた

めの指針〔 一10月11日)
東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針1

公示第 5号 J 

第 1 趣旨

平成23年3月11日に発生した東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電

所における厚生労働大臣が指定する緊急作業(電離放射線障害防止規則第 59条の

2第 1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する緊急作業(平成23年厚生労働省

告示第 402号)で定める緊急作業をいう。以下「指定緊急作業」という。)に従事

し、文は従事した労働者(以下「緊急作業従事者等」という。)のうち、指定緊急

作業期間中に通常の放射線業務の被ばく上限を超える線量を被ばくした労働者に

ついては、がん等晩発性の健康障害の発生が懸念されるとともに、緊急作業従事者

等が抱く健康上の不安を解消するため、緊急作業従事者等が離職した後を含め、そ

れらに対する検査等、適切な長期的健康管理を実施する必要がある。

本指針は、労働安全衛生法(昭和 47年法律第 57号。以下「法」という。)第 70

条の2第 1項に基づき、緊急作業従事者等を指定緊急作業又は放射線業務(以下「緊

急作業等」という。)に従事させる事業者が講ずるよう努めるべき労働者の健康の

保持増進のための措置が適切かっ有効に実施されるよう、緊急作業従事者等の健康

管理の実施方法の原則を定めるとともに、緊急作業従事者等が放射線業務から離れ

た後における適切な長期的健康管理が実施されるために必要な措置を定めるほか、

緊急作業従事者等の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るた

めに国が行う必要な援助について定めるものとする。

第2 長期的健康管理のための取組

1 事業場内の体制の確立

緊急作業従事者等を緊急作業等に従事させた事業者(現に、当該者を緊急作業

等以外の業務に従事させる中小企業者を除く。)は、緊急作業従事者等に対する長

期的な健康管理を適切に実施するため、事業場の規模に応じ、衛生委員会、衛生

管理者、産業医、保健師等による事業場内管理体制を確立し、一般健康診断(法

第 66条第 1項の規定による健康診断をいう。)、電離放射線健康診断(電離放射線

障害防止規則(昭和 47年労働省令第 41号。以下「電離貝IjJという。)第 56条の

規定による健康診断をいう。)を適切に実施する。

2 がん検診等の実施

(1) 事業者は、緊急作業従事者等であって、指定緊急作業に従事した聞に受け

た放射線の実効線量が50ミリシーベルトを超え 100ミリシーベルト以下の者



については、おおむね 1年ごとに 1回、箱路好顕微鏡による白内障に関する

眼の検査を実施する。この際、水晶体の写真を撮影しておくことが望ましい。

ただし、当該労働者が受診を希望しない場合にはこの限りではない。

(2) 事業者は、緊急作業従事者等であって、指定緊急作業に従事した聞に受け

た放射線の実効線量が 100ミリシーベルトを超える者については、上記(1)の

検査に加え、おおむね 1年ごとに1回、次に掲げる検査を実施する。ただし、

当該労働者が受診を希望しない場合にはこの限りではない。また、一般定期

健康診断等の健康診断において実施する採血による赤血球数及び血色素量の

検査と併せて白血球数及び白血球百分率の検査を実施することが望ましい。

検査名 検査項目

甲状腺の検査 ア 採血による甲状腺刺激ホルモン(TSH)、遊

離トリヨードサイロニン (freeT3)及び遊離

サイロキシン (freeT 4)の検査

イ 上記アの検査の結果及び被ぱく線量等か

ら医師が必要と認めた場合には、頚部超音

波検査

胃がん検診 閏エックス線透視検査文は胃内視鏡検査

肺がん検診 胸部エックス線検査及び略疾細胞診

大腸がん検診 便潜血検査

(3) 事業者は、上記(1)及び(2)の検査を実施するにあたって、あらかじめ、検

査内容やその必要性等について、受診者に対して十分に説明する。

3 保健指導等

(1) 事業者は、緊急作業従事者等に対し、「健康診断結果に基づき事業者が講ず

ベき措置に関する指針J(平成 20年1月31目、健康診断結果措置指針公示第

7号)に基づき、医師又は保健師による保健指導を受けさせる際には、電離

放射線健康診断及び2で定めるがん検診等の結果を総合的に考慮した保健指

導を実施する。

(2) 事業者は、緊急作業従事者等に対し、通常の放射線業務とは異なる環境下

で緊急性の高い作業に従事したことによる精神面への影響を踏まえ、当該者

が希望する場合には、「労働者の心の健康の保持増進のための指針J(平成 18

年3月31目、健康保持増進のための指針公示第3号)に留意した上でメンタ

ルヘルスケアを含めた健康相談を実施する。

(3) 事業者は、一般健康診断及び電離放射線健康診断の結果(当該健康診断の



項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)については、

法第 66条の4の規定に基づき、医師等の意見を聴き、その意見に基づいて就

業よの措置を決定する。ただし、 2で定めるがん検診等の結果は、原則とし

て再検査又は精密検査、治療のための受診の勧奨を行うために活用されるも

のであり、安易に就業上の措置の決定には用いることがあってはならないこ

とに留意する。

(4) 事業者は、一般健康診断、電離放射線健康診断、保健指導等の結果等、本

指針に係る健康情報の保護を図るため、その取扱いについては、「雇用管理に

関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関

する指針J(平成 16年厚生労働省告示第 259号)に留意する。

第3 緊急作業従事者等の長期的健康管理のためのデータベースの整備等

1 データベースの整備等

(1) 緊急作業従事者等を緊急作業等に従事させる事業者(電離放射線障害防止規

則の一部を改正する省令(平成 23年厚生労働省令第 129号)の施行前に、緊

急作業従事者等を指定緊急作業に従事させた事業者を含む。)は、緊急作業従

事者等が緊急作業等に従事している聞は、電離則第 59条の 2の規定に基づき、

次に掲げる項目を国に報告しなければならない。

ア健康診断結果

① 電離則第 57条の規定による電離放射線健康診断結果

② 労働安全衛生規則第 44条及び第 45条の規定による一般健康診断結果

③ 法第 66条第4項の規定による臨時健康診断結果

イ 「線量等管理実施状況報告書J(電離則様式第3号)に定める事項

① 氏名、住所、所属事業場名等

② 緊急作業に従事していた聞の被ぱく線量、指定緊急作業に従事する以

前及び指定緊急作業に従事した後に従事していた放射線業務による被

ばく線量等

(2) 事業者は、第2の2のがん検診等、上記(1)以外の検査を緊急作業従事者等に

対して実施した場合、当該者の同意を得た上で、医師の診断・所見を含む検査

結果を固に報告する。

(3) 緊急作業従事者等には、当該者に係る上記(1)及び(2)の項目等を記録し及び

保存することができるよう国が設けたデータベースに登録された旨を証する

書面(以下「登録証」という。)が送付されるものとする。緊急作業従事者等

は、国が設置する緊急作業従事者等を支援するための窓口(以下「支援窓口」



という。)に登録証を提示することにより、自らの被ぱく線量、健康診断結果

等の記録の写しの交付を受けることができる。

(4) 第2の2(1)及び(2)に該当する緊急作業従事者等(以下「特定緊急作業従事

者等」という。)は、上記(1)及び(2)の主要な事項が記載された「特定緊急作

業従事者等被ぱく線量等記録手帳J(以下「手帳」という。)の交付を受けるこ

とができる。また、随時、支援窓口において、手帳の記載内容の追記を受ける

ことができる。

2 緊急作業従事者等を新たに放射線業務に従事させる場合の措置

(1) 新たに労働者を放射線業務に就かせようとする事業者は、当該労働者に対す

る雇入れ時電離放射線健康診断における過去の被ぱく歴の調査により、当該労

働者が緊急作業従事者等に該当することを把握した場合は、電離則第 59条の2

の規定に基づき、第3の1に定める報告を固に対して行なわなければならない

とともに、当該者の指定緊急作業時の被ぱく線量に応じ、第2に定める健康管

理等を適切に実施する。

(2) 事業者は、特定緊急作業従事者等の健康管理を実施するに当たり、当該者の

同意を得た上で、手帳に記載された過去の健康診断結果等を把握し、それを保

健指導又は健康相談に活用する。

第4 緊急作業従事者等の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図

るために国が行う必要な援助等

1 がん検診等の受診勧奨

特定緊急作業従事者等のうち、緊急作業等に従事する者については、事業

者を通じ、それ以外の者については、直接、おおむね 1年ごとに 1回、第2

の2に定める被ぱく線量に応じ、がん検診等の受診を勧奨する通知をするも

のとする。

2 国による保健指導等の実施

国は、支援窓口において、緊急作業従事者等に対する健康相談又は保健指導

を行う。

3 特定緊急作業従事者等への援助等

ア 国は、特定緊急作業従事者等のうち、現に職業に就いていない者については、

一般健康診断及び第2の2に掲げる各検査に相当する検査を受診する場合に

おいて、当該検査に要する費用の全部又は一部を援助する。

イ 国は、特定緊急作業従事者等のうち、現に、緊急作業等以外の業務に従事さ

せる事業者(当該者を緊急作業等に従事させた中小企業者以外の事業者を除



く。)に雇用される者については、第2の2に掲げる各検査に相当する検査を

受診する場合において、当該検査に要する費用の全部又は一部を援助する。

ウ 国は、上記ア又はイの検査を実施する医療機関から、受診者の同意を得た上

で、医師の診断・所見を含む検査結果の報告を得るものとする。

4 園は、 1から 3までに掲げるもののほか、特定緊急作業従事者等の健康の保持

増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るために必要と認められる援助等

をfrうことカTできる。



- 一般健康診断に係る提出形式(フオ}マット)

(留意事項)

別添3

下表の左欄の項目について、 1人1月ごとに各項目をコンマで区切って 1行のデー

タとすること。

入力に当たっては、備考欄の事項に留意すること。

入力用エクセルファイノレを公表しているので活用のこと。

厚生労働省ホームページ〉政策について〉分野別の政策一覧ー雇用・労働ー労働基準〉事業主の方へ〉

労働基準関係法令の主要様式・手続き一安全衛生関係主要様式〉電離放射線障害防止規則関係

h吐p・//www.mhlw.go.jplbunyalroudoukijunlanzeneisei36/10.html

提出フォーマット

健診の種類(一般健診・雇入時健診)，個人番号，皇皇霊

鐘重呈」氏名のフリガナ，氏名，生年月日，雇入年月日，

性別(男・女)，健診年月日，既往歴，自覚症状(なし・

記述)，他覚症状(なし・記述)， 

身長 (cm) ，体重(kg)， BMI，腹囲 (cm)，右視力裸眼，

右視力矯正，左視力裸眼，左視力矯正，右聴力 1000Hz
(所見なし・所見あり)，右聴力 4000Hz(所見なし・所

見あり)，左聴力 1000Hz(所見なし個所見あり)，左聴

力 4000Hz(所見なし・所見あり)，聴力検査方法(オー

ジオ・その他)， 

胸部エックス線検査(直接・間接)，撮影年月日検査結

果(異常なし・記述)，フィルム番号，略疾検査(異常な

し・記述)，収縮期血庄 (mmHg)，拡張期血圧 (mmHg)， 

血色素量(g/dυ，赤血球数(万/om3)，ヘマトクリツト作ω，

血小板数(万/mm3
) ， 

GOTCAST) (I U/U ， GPTCAL T) (1 U/U ， r -GTP (I U/U ， 

総コレステロール(mg/dυ，LDLコレステロール(mg/dL)， 

HDLコレステロール(mg/dL)，トリグリセライド(mg/dL) ， 

血糖(mg/dυ ，HbA1 c (%)， 

尿糖(+・一・++・+++)，尿蛋白(+・ー・++・+++)，尿潜血(+・

_.++・+++)，心電図(所見)， 

その他の検査，医師の診断(異常なし・要精密検査・要治

療・記述)，健診を実施した医師の氏名，健診を実施した

撞霊童」医師の意見，意見を述べた医師の氏名，備考，

飲酒状況，飲酒開始年齢，飲酒終了年齢， 1日飲酒量(日

本酒換算)，喫煙状況，喫煙開始年齢，喫煙終了年齢， 1 

日喫煙本数

備考

-個人番号・東電が発行した作業員証の番号

-年月日.年は西暦

胸部エックス線検査は撮影法を書

くこと。

(貧血検査)

(肝機能検査)

(血糠検査)

(尿検査)

(IL.'電図検査)

その他の検査.同時に行った般健診・電

離健診の項目以外の結果があれば記載す

ること。 ~IJ添51とある項目を除く。

(生活習慣)



- 電離放射線健康診断・臨時健康診断に係る提出形式(フォーマット)

(留意事項)

下表の左欄の項目について、 1人 1月ごとに各項目をコンマで区切って 1行のデー

タとすること。

入力に当たっては、備考欄の事項に留意すること。

入力用エクセルファイルを公表しているので活用のこと。

厚生労働省ホームページ>政策について>分野別の政策一覧ー履用・労働ー労働基準〉事業主の方へ〉

労働基準関係法令の主要様式・手続き一安全衛生関係主要様式〉電離放射線障害防止規則関係

http://www.mhlw.go.jplbunyalroudoukijunlanzeneisei36/1 O.htnil 

提出フォーマット 備考

健診の種類(電離健診‘臨時健診).個人番号，中央登録 -個人番号東電が発行した作業員証の番号

番号，氏名のフリガナ，氏名，性別(男・女).生年月日， -年月日:年は西暦4桁

雇入年月日，判定と処置，健診年月日，

白血球数(個/mm3
) .リンパ球(目).単球(日).異型リンパ (血液検査)

球(首).好中球樟状核(目).好中球分葉核(弘).好中球全体

血-).好酸球(略).好塩基球(時).赤血球数(万/mm3) .血

色素量 (g/dU.ヘマトクリット(目).その他，

水晶体の混濁(有・無) . (目の検査)

発赤(有・無) .乾燥又は縦じわ(有・無) .潰傷(有・ (皮膚の検査)

無) .爪の異常(有・無) . 

体重，

その他の検査，全身的所見，自覚的訴え，参考事項，医師 その他の検査:同時に行った 般健診・電

の診断(異常なし・要精密検査・要治療・記述).健診を 離健診の項目以外の結果があれば記載す

実施した医師の氏名，健診を実施した施設名，医師の意見， ること。 glj添5にある項目を除く。

意見を述べた医師の氏名



- 作業・被ばく状況に係る提出形式(フォーマット)

(留意事項)

7下表の左欄の項目について、 1人の対象期間 (1月又は 3月)ごとに各項目をコンマ

で区切って 1行のデータとすること。

入力に当たっては、備考欄の事項に留意すること。

入力用エクセルファイノレを公表しているので活用のこと。

厚生労働省ホームページ〉政策について，>分野別の政策一覧ー雇用・労働ー労働基準>事業主の方へ〉

労働基準関係法令の主要様式・手続き一安全衛生関係主要様式〉電離放射線障害防止規則関係

http://www.mhlw.go.jp/bunyaJroudoukijunhinzeneisei36/1 O.html 

提出フォーマ y ト

氏名のフリガナ，氏名，生年月日，

性別(男・女)，個人番号，虫去量

鍾重量L緊急作業従事前の被ぱく線

量，住所，電話番号，緊急作業時の

所属事業場の名称，緊急作業時の所

属事業場の所在地，電話番号，現在

の所属事業場の名称，現在の所属事

業場の所在地，電話番号，

対象期間 (2011年O月分)，外部

被ぱく実効線量 (mSv) ，眼の水晶

体の等価線量 (mSv)，皮膚の等価

線量 (mSv)， 

預託線量 (mSv)，測定日，摂取日，

核種，計調IJ値 (Bq)，核種， E十浪IJ値

(Bq) ，核種 i'十測値 (Bq) ， 

通常・指定緊急作業の区別(通常・

指定緊急)，作業の場所，作業の内

容，安定ヨウ素剤の使用状況

【改行】

備考

(個人識別情報)

外国人の場合、氏名欄は、漢字表記を持たない外国人の場合はロー7 字

表記で記載し、住所欄には、現住所のほか、母国における住所及び国籍を

記入すること。

・生年月日，年は西暦で記載すること。

-個人番号・東電が発行した作業員註の番号

・緊急作業従事以前の被ぱく線量・不明な場合は、放射線管理手帳の中央

登録番号を記載すること。

・緊急作業時の所属事業場の名称、緊急作業時の所属事業場の所在地、

電話番号は、前回の報告から変更があった場合に記入すること。

・現在の所属事業揚がない場合は、現在の所属事業場の名称に「なしJと書

くこと。

(対象月分累積線量)

・緊急作業に従事している問は1月ごとに1回、通常の放射線業務に従事し

ている聞は3月ごとに1回、それぞれの累積線量を報告すること。

・被ばく線量は、報告時点の暫定値で差し支えなく、確定作業等により変更

があった場合は、次回報告時に修正報告を行うこと。

(内部被ばく測定結果)

(作業の場所・作業内容)

・作業の場所、作業の内容，指定緊急作業の場合に記入。

報告対象者が従事した作業に関して、平成23年5月23日付け基安発052

3第1号に基づき、原子力事業者又は元方事業者が所轄労働基準監督署

に提出した「緊急作業における放射線作業届Jを提出している場合は、そ

の届出目、作業件名、受付番号を記載すること。

作業屈が提出されていない場合、元方・関係請負人にあっては、元方事業



場の名称、原子力事業者からの発注件名、関係請負が請け負った工事の

名称を記載すること。

安定ヨウ素剤の使用状況安定ヨウ素剤を服用していた場合はその期聞

を、服用がなかった場合は「なし」と記載すること。



. 日々の 被 ば く 線 量 に 係 る 提 出形式(フォーマット)

(留意事項)

下表の左欄の項目について、 1人 1回の測定ごとに各項目をコンマで区切って l行

のデータとすること。

入力に当たっては、備考欄の事項に留意すること。

入力用エクセルファイノレを公表しているので活用のこと。

厚生労働省ホームベージ〉政策について>分野別の政策一覧ー雇用・労働 労働基準〉事業主の方へ〉

労働基準関係法令の主要様式・手続き一安全衛生関係主要様式>電離放射線障害防止規則関係

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijunlan写eneisei36/10.html

提出フォーマット 備考

氏名のフリガナ，氏名，生年月日， (個人識別情報)

個人番号，中央登録番号，測定開始 -個人番号.東電が発行した作業員証の番号

日時， ;~IJ定終了日時，外部被ぱく実 (外部被ばく線量)

効線量 (mSv) 緊急作業に従事している場合は1月分の日々の線量を、通常の放射線作

【改行】 業に従事している場合は3月分の日々 の線量を提出すること。

氏名のフリガナ，氏名，生年月日， 一回の被ばく線量測定ごとに一行の記録とすること。

個人番号，中央登録番号，測定開始

日時，測定終了日時，外部被ぱ〈実

効線量 (mSv)
【改行】



- その他の検査、健康相談・保健指導に係る提出形式(フォーマット)

(留意事項)

下表の左欄の項目について、 l人 1回ごとに各項目をコンマで3区切って 1行のデー

タとすること。

健康相談・健康指導の場合は(白内障)から(その他)まで空欄とすること。

入力に当たっては、備考欄の事項に留意すること。

入力用エクセルファイノレを公表しているので活用のこと。

厚生労働省ホームページ〉政策について〉分野別の政策一覧ー雇用・労働ー労働基準>事業主の方へ〉

労働基準関係法令の主要様式・手続き一安全衛生関係主要様式>電離放射線障害防止規則関係

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijunlanzeneisei36/l0目html

提出フォーマット 備考

健診の種類(その他の検査・健康相談等).個人番号，且:9<!: 個人番号:東電が発行した作業員証の

登録番号，氏名のフリガナ，氏名，生年月日，実施年月日， 番号

実施した医師名，実施した施設名， -年月日年は西暦

白内障検査方法，眼の所見， (白内障)

皮膚の所見， (皮膚)

甲状腺刺激ホルモン TSH.遊離トリヨードサイロニン free (甲状腺)

T3.遊離サイロキシン freeT4. TRAb. MCPA.抗 TPO抗体，

TgAb. 甲状腺超音波，

胃エックス線透視，胃内視鏡，ピロリ菌，ペプシノゲン 1 (上部消化管・胃)

(ng/mL) .ペプシノゲン 2(ng/mL) .ペプシノゲン 1/2比，

便j替血，大腸エックス線透視，大腸内視鏡， (下部消化管・大腸)

頭部・頚部，胸部，腹部，その他の部位， (CT'MRI等)

HBsAg (定性). HBsAb (定性). HBcAb (定性). HBeAg (定性)• (その也)

HBeAb (定性). HCV Ab (定性).高感度 CRP(mg/dl) • 

健康相談・保健指導の記事，医師の診断(傷病名) (健康相談・保健指導)


